
地方厚生(支)局長殿

年発 o3 3 1第 21号

平成 23年 3月 31日

厚生労働省年金局長

(公印省略)

「国民年金市町村事務処理基準Jの別表の一部改正について

国民年金法等の一部を改正する法律(平成 22年法律第 27号)、、国民年

金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関

する政令(平成 22年政令第 194号)及び国民年金法施行規則等の一部を

改正する省令(平成 23年厚生労働省令第 10号)が施行されることに伴い、

国民年金市町村事務処理基準(平成 12年 2月 18日付庁保発第 3号)の別

表の一部を別添のとおり改正し、平成 23年 4月 1日から施行することとし

たので、御了知の上、その取扱いについては遺漏のないよう貴管内各市町村

へ周知方よろしく取り計られたい。

また、 r r国民年金市町村事務処理基準j の別表の一部改正について J (平

成 23年 3月 31日付年発 0331第 22号)により、日本年金機構理事長

あて通知済みであるので、御了知の上、日本年金機構と適宜協力し、市町村

が行う事務が円滑に実施されたい。



(別添)

国民年金市町村事務処理基準新旧対照表 (傍線の部分は改正部分)

改 正 後 現 行

別表 別表 1

主な届書 添付書類の主なもの 備考 主な届書 添付書類の主なもの 備考

-国民年金老齢給 -生年月日についての -国民年金老齢給 -生年月日についての

付裁定請求書 市町村長の証明書又は 付裁定請求書 市町村長の証明書又は

戸籍抄本 戸籍抄本

-障害基礎年金裁 -生年月日についての . 1 8歳未満の子又は 2 -障害基礎年金裁 -生年月日についての . 1 8歳未満の子又は 2

定請求書 市町村長の証明書又は O歳未満で施行令別表 1 定請求書 市町村長の証明書又は O歳未満で施行令別表 1

戸籍抄本 級)(1主2級の障害の状態 戸籍抄本 級・ 2級の障害の状態に

-障害の状態に関する にある子があるときは、 -障害の状態に関する ある子があるときは、次

医師又は歯科医師の診 次に掲げる書類が添付さ 医師又は歯科医師の診 に掲げる書類が添付され

断書 れていること 断書 ていること

-病歴・就労状況申立 ア その者と受給権者 -病歴・就労状況申立 ア その者と受給権者

書 との身分関係を明らかに 書 との身分関係を明らかに

-障害基礎年金の子の することができる書類 することができる書類

加算請求に係る確認、書 イ その者が受給権者 イ その者が受給権者

(配偶者が児童扶養手 によって生計を維持して によって引き続き生計を

当を受けている場合の いることを明らかにする 維持していたことを明ら

金L ことができる書類 かにすることができる書

ウ 20歳未満で 1級 類

又は 2級の障害の状態に ウ 2 0歳未満で 1級

ある子があるときは、そ . 2級の障害の状態にあ

の障害の状態に関する医 る子があるときは、その

師又は歯科医師の診断書 障害の状態に関する医師

-次に掲げる傷病の場合 又は歯科医師の診断書

はレントグンフィルムの -次に掲げる傷病の場合



-遺族基礎年金裁卜死亡診断書、死体検

定請求書 |案書のいずれか又はそ

れに相当する書類

・生年月日についての

市町村長の証明書又は

戸籍抄本

・誇求者、加算額対象

添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

'20歳前障害基礎年金

を請求する者は、障害基

礎年金所得状況届等が添

付されていること

-配偶者が受給する児童

扶養手当から障害年金の

子の加算へ受給変更する

場合は、児童扶養手当証

書等の提示を求める n

. 1級文は 2級の障害の

状態にある子があるとき

は、医師又は歯科医師の

診断書が添付されている

こと

・その子が次に掲げる傷

病の場合は、レントゲン

の

類
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はレントゲンフィルムの

添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

. 20歳前障害基礎年金

を請求する者は、障害基

礎年金所得状況届等が添

付されていること

. 1級又は 2級の障害の

定請求書 案書のいずれか又はそ 状態にある子があるとき

れに相当する書類 は、医師又は歯科医師の

-生年月日についての 診断書が添付されている

市町村長の証明書又は こと

戸籍抄本 -その子が次に掲げる傷

-請求者、加算額対象 病の場合は、レントゲン

者がいるときは、死亡 フィルムの添付が必要

者との身分関係を明ら 呼吸器系結核、肺化の

かにすることができる う症、けい肺(これに類

書類 似するじん肺症を含む)

-請求者L加算額対象 、その他必要と認められ

者が死亡者によって生 るもの

計を維持されていたこ

とを証明する書類



-国民年金受給者 -氏名変更に関する証 国 的 受 給者|問問する証

氏名変更届 明書又は戸籍抄本 氏名変更届 明書又は戸籍抄本

(障害基礎年金、 (~j章害基礎年金、

遺族基礎年金、寡 遺族基礎年金、寡

婦年金に限る) 婦年金に限る)

-国民年金受給権 -受給権者の死亡の事 -国民年金受給権 -受給権者の死亡の事

者死亡届 実を明らかにすること 者死亡届 実を明らかにすること

(障害基礎年金、 ができる書類 (障害基礎年金、 ができる書類

遺族基礎年金、、寡 -死亡者と請求者との 遺族基礎年金、寡 -死亡者と請求者との

婦年金に限る) 身分を明らかにするこ 婦年金に限る) 身分を明らかにするこ

とができる書類及び生 とができる書類及び生

計を同じくしていたこ 計を同じくしていたこ

とを明らかにすること とを明らかにすること

ができる書類 ができる書類

-国民年金未支給 -受給権者の死亡の事 -年金の払渡しを受ける -国民年金未支給 -受給権者の死亡の事 -年金の払渡しを受ける

年金給付請求書 実を明らかにすること 機関に金融機関を希望し 年金給付請求書 実を明らかにすること 機関に金融機関を希望し

(障害基礎年金、 ができる書類 ているときは、預金通帳 (障害基礎年金、 ができる書類 ているときは、預金通帳

遺族基礎年金、寡 -死亡者と請求者との の記号番号についての当 遺族基礎年金、寡 -死亡者と請求者との の記号番号についての当

婦年金に限る) 身分を明らかにするこ 該払渡し金融機関の証明 婦年金に限る) 身分を明らかにするこ 該払渡し金融機関の証明

とができる書類及び生 書 とができる書類及び生 書

計を同じくしていたこ 言十を同じくしていたこ

とを明らかにすること とを明らかにすること

ができる書類 ができる書類

-国民年金受給選 -受給権者の生存につ -加算額の対象者がいる -国民年金受給選 -受給権者の生存につ -加算額の対象者がいる

択申出書 いての市町村長の証明 ときは、受給権者との身 択申出書 いての市町村長の証明 ときは、受給権者との身

書又は戸籍抄本 分関係を明らかにできる 書又は戸籍抄本 分関係を明らかにできる

-その他裁定請求に必 市町村の証明書又は戸籍 -その他裁定請求に必 市町村の証明書又は戸籍



要な書類

-障害給付加算額 -子の生年月日及びそ

-力日給年金額加算 の子と受給権者の身分

開始事由該当届 関係を明らかにするこ

とができる書類

-子が受給権者によっ

抄本が添付されているこ

と

. 1級又は 2級の障害の

状態にある子があるとき

は、医師又は歯科医師の

診断書が添付されている

こと次に掲げる傷病の場

合はレントゲンフィルム

の添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

・配偶者が年金を受けよ

うとしているときは、そ

のことを確認することが

できる書類が添付されて

いること

・受けようとする年金が

、国民年金の老齢福祉年

金であるときは、所得状

況届の添付が必要

・その他裁定請求に添付

が必要な書類

-子が 20歳未満で 1級

又は 2級の障害の状態に

あるときは、その障害の

状態に関する医師又は歯

科医師の診断書

要な書類 抄本が添付されているこ

と

• 1級又は 2級の障害の

状態にある子があるとき

は、医師又は歯科医師の

診断書が添付されている

こと次に掲げる傷病の場

合はレントゲンフィルム

の添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(ごれに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-配偶者が年金を受けよ

うとしているときは、そ

のことを確認することが

できる書類が添付されて

し、ること

・受けようとする年金が

、国民年金の老齢福祉年

金であるときは、所得状

況届の添付が必要

-その他裁定請求に添付

が必要な書類



て生計を維持している

ことを明らかにするこ

とができる書類

・子の加算請求にかか

る確認書(配偶者が児

童扶養手当を受けてい

盃量全企金i

-障害基礎年金受|・出生した子の生年月

給権者胎児出生届|日とその子と受給権者

との身分関係を明らか

にすることができる市

町村長の証明書又は戸

籍抄本

-障害基礎年金受卜受給権者の生存に関

給権者支給停止時|する市町村長の証明書

由消滅届 |又は戸籍抄本

・障害の状態に関する

医師又は歯科医師の診

断書

・支給停止の事由が消

滅したことを明らかに

することができる書類

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-配偶者が受給する児童

扶養手当から障害年金の

子の加算へ受給変更する

場合は、児童扶養手当証

書等の提示を求める。

-出生した子が障害の状

態にあるときは、医師の

診断書が必要

-加算額の対象者と受給

権者の身分関係を明らか

にすることができる市町

村長の証明書又は戸籍抄

本が必要

-加算額対象者のうち、

1級又は 2級に該当する

障害の状態にある子があ

るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要

障害基礎年金受| 出生した子の生年月 -出生した子が障害の状

給権者胎児出生届 日とその子と受給権者 態にあるときは、医師の

との身分関係を明らか 診断書が必要

にすることができる市

町村長の証明書又は戸

籍抄本

-障害基礎年金受 -受給権者の生存に関 -加算額の対象者と受給

給権者支給停止時 する市町村長の証明書 権者の身分関係を明らか

由消滅届 又は戸籍抄本 にすることができる市町

-障害の状態に関する 村長の証明書又は戸籍抄

医師又は歯科医師の診 本が必要

断書 -加算額対象者のうち、

-支給停止の事由が消 1級又は 2級に該当する

減したことを明らかに 障害の状態にある子があ

することができる書類 るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要



-障害基礎年金加卜加算額対象者のうち

算額対象者の障害l、 1級又は 2級に該当

該当届 |する障害の状態にある

子があるときは、医師

又は歯科医師の診断書

る

診

す

の

関

師
に

医

態

科

状

歯
の

は

害

又
障

師

書
医

断

額金年礎

書
基

求

害

請

障

定改

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

'20歳前障害基礎年金

を請求する者のときは、

障害基礎年金所得状況届

等が添付されているこ

と。

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィノレムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-障害基礎年金加

算額対象者の障害

該当局

-障害基礎年金額

改定請求書

-加算額対象者のうち

、 1級又は 2級に該当

する障害の状態にある

子があるときは、医師

又は歯科医師の診断書

-障害の状態に関する

医師又は歯科医師の診

断書

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

'20歳前障害基礎年金

を請求する者のときは、

障害基礎年金所得状況届

等が添付されているこ

と。

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンブイノレムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの



-加算額・加給年

金額対象者不該当

昼

-加算額対象者と受給権

者の身分関係を明らかに

できる市町村の証明書又

は戸籍抄本が添付されて

いること。

-加算額対象者が受給権

者によって生計を維持し

ていることを明らかにす

ることができる書類

-障害年金の子の加算か

ら即偶者に支給される児

童扶養手当へ受給変更す

る場合は、児童扶養手当

額調書等の提示を求め

ゑL

-遺族基礎年金受|・受給権者の生存に関

給権者支給停止事|する市町村長の証明書

-加算額対象者と受給権

者の身分関係を明らかに

することができる市町村

長の証明書又は戸籍抄本

由消滅届 |又は戸籍抄本

・支給停止の事由が消

滅したことを明らかに|が添付されていること。

することができる書類卜加算額対象者が受給権

者によって引き続き生計

を維持していることを明

らかにすることができる

書類が添付されているこ

と。

・加算額対象者のうち、

1級又は 2級に該当する

-遺族基礎年金受

給権者支給停止事

由消滅届

-加算額対象者と受給権

者の身分関係を明らかに

できる市町村の証明書又

は戸籍抄本が添付されて

いること。

・加算額対象者が受給権

者によって盟主盆主生計

を維持していることを明

らかにすることができる

書類

-受給権者の生存に関|・加算額対象者と受給権

する市町村長の証明書|者の身分関係を明らかに

又は戸籍抄本 |することができる市町村

・支給停止の事由が消|長の証明書又は戸籍抄本

滅したことを明らかに|が添付されていること。

することができる書類卜加算額対象者が受給権

者によって引き続き生計

を維持していることを明

らかにすることができる

書類が添付されているこ

と。

-加算額対象者のうち、

1級又は 2級に該当する



-遺族基礎年金額卜出生した子の生年月

改定請求書 !日及び出生した子と死

亡した被保険者との身

分関係を明らかにでき

る市町村長の証明又は

戸籍抄本

-遺族基礎年金受|・支給停止の場合、所

給権者の所在不明|在不明者の所在が 1年

による支給停止・|以上明らかでないこと

支給停止解除申請|を証する書類

書 |・支給停止解除の場合

、受給権者の生存に関

する市町村長の証明書

障害の状態にある子があ

るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要。

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

・|日i去の母子福祉年金か

ら裁定替された遺族基礎

年金のときは、所得状況

届等を添付されているこ

と

-出生した子が障害の 1

級又は 2級に該当する障

害の状態にあるときは、

医師又は歯科医師の診断

書が必要

-遺族基礎年金額

改定請求書

障害の状態にある子があ

るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要。

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲ、ンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

・旧法の母子福祉年金か

ら裁定替された遺族基礎

年金のときは、所得状況

届等を添付されているこ

と

-出生した子の生年月|・出生した子が障害の 1

日及び出生した子と死|級又は 2級に該当する障

亡した被保険者との身|害の状態にあるときは、

分関係を明らかにでき|医師又は歯科医師の診断

る市町村長の証明又は|書が必要

戸籍抄本

-遺族基礎年金受|・支給停止の場合、所

給権者の所在不明|在不明者の所在が 1年

請

止

申

停

除

給

解

支

止
る

停

よ

給
に

支

書

以上明らかでないこと

を証する書類

・支給停止解除の場合

、受給権者の生存に関

する市町村長の証明書

c' 



又は戸籍抄本

・受給権者が被保険者

又は被保険者であった

者の妻であるときは、

所在不明とされている

問、引き続き被保険者

又は被保険者であった

子と生計を同じくして

いることを明らかにす

ることができる書類

・旧母子福祉年金又は

準母子福祉年金から裁

定替えされた遺族基礎

年金のときは、遺族基

礎年金所得状況届

-遺族基礎年金受い 18歳到達年度までい次に掲げる傷病の場合

給権者の障害該当|の末日までの間にある|はレントゲンフィルムの

届 |子・孫又は加算額対象|添付が必要。

者のうち旧国民年金法| 呼吸器系結核、肺化の

及び旧厚生年金保険法|う症、けい肺(これに類

の障害等級の 1級又は|似するじん肺症を含む)

2級に該当する障害の|、その他必要と認められ

状態にあるときは、医|るもの

師又は歯科医師の診断

書が必要。

-遺族基礎年金受

給権者の障害該当

届

又は戸籍抄本

・受給権者が被保険者

又は被保険者であった

者の妻であるときは、

所在不明とされている

問、引き続き被保険者

又は被保険者であった

子と生計を同じくして

いることを明らかにす

ることができる書類

・旧母子福祉年金又は

準母子福祉年金から裁

定替えされた遺族基礎

年金のときは、遺族基

礎年金所得状況届

. 1 8歳到達年度まで|・次に掲げる傷病の場合

の末日までの間にある|はレントグンフィルムの

子・孫又は加算額対象|添付が必要。

者のうち旧国民年金法| 呼吸器系結核、肺化の

及び旧厚生年金保険法|う症、けい肺(これに類

の障害等級の 1級又は|似するじん肺症を含む)

2級に該当する障害の|、その他必要と認められ

状態にあるときは、医|るもの

師又は歯科医師の診断

書が必要。



⑧ 

日本 年金機構理事長殿

τ八一

年発 o3 3 1第 22号

平成 23年 3月 31日

「国民年金市町村事務処理基準」の別表の一部改正について

国民年金法 等の一部を改正する法律(平成 22年法律第 27号)、国民年

金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関

す る 政 令 ( 平成 22年 政 令 第 194号)及び国民年金法施行規則等の一部を

改正する省令(平成 23年厚生労働省令第 10号)が施行されることに伴い、

国民年金市町村事務処理基準(平 成 12年 2月 18日付庁保発第 3号)の別

表の一部を別添のとおり改正し、 平成 23年 4月 1日から施行することとし

たので、御了 知 の 上 、 そ の 取 扱 いについて各市町村に対し情報提供や協力支

援を行うなどよろしく取り計られたい。

また、 r r国民年金市町村事務処理基準Jの別表の一部改正について J (平

成 23年 3月 31日付年発 0331第 21号)により、地方厚生(支)局長

あて通知済み で あ る の で 、 御 了 知の上、地方厚生〔支)局と適宜協力し、市

町村が行う事務が円滑に実施されたい。



(別添)

国民年金市町村事務処理基準新旧対照表 (傍線の部分は改正部分)

改 正 後 現 n 

別表 別表 1

主な届書 添付書類の主なもの 備考 主な届書 添付書類の主なもの 備考

-国民年金老齢給 -生年月日についての -国民年金老齢給 -生年月日についての

付裁定請求書 市町村長の証明書又は 付裁定請求書 市町村長の証明書又は

戸籍抄本 戸籍抄本

-障害基礎年金裁 -生年月日についての . 1 8歳未満の子又は 2 -障害基礎年金裁 -生年月日についての . 1 8歳未満の子又は 2

定請求書 市町村長の証明書又は O歳未満で施行令別表 1 定請求書 市町村長の証明書又は O歳未満で施行令別表 1

戸籍抄本 級3<.1主2級の障害の状態 戸籍抄本 級.2級の障害の状態に

-障害の状態に関する にある子があるときは、 -障害の状態に関する ある子があるときは、次

医師又は歯科医師の診 次に掲げる書類が添付さ 医師又は歯科医師の診 に掲げる書類が添付され

断書 れていること 断書 ていること

-病歴・就労状況申立 ア その者と受給権者 -病歴・就労状況申立 ア その者と受給権者

書 との身分関係を明らかに 書 との身分関係を明らかに

-障害基礎年金の子の することができる書類 することができる書類

加算請求に係る確認書 イ その者が受給権者 イ その者が受給権者

(配偶者が児童扶養手 によって生計を車住持して によョて引き続き生計を

当を受けている場合の いることを明らかにする 維持していたことを明ら

金L ことができる書類 かにすることができる書

ウ 2 0歳未満で 1級 類

又は 2級の障害の状態に ウ 20歳未満で 1級

ある子があるときは、そ . 2級の障害の状態にあ

の障害の状態に関する医 る子があるときは、その

師又は歯科医師の診断書 障害の状態に関する医師

-次に掲げる傷病の場合 又は歯科医師の診断書

はレントゲンフィルムの -次に掲げる傷病の場合



検

そ

体

は
死

又

類

、
か
書

書

れ

る

断

ず

す

診

い

当

亡

の

相

死

書

に
案

れ

裁金年礎基

書

族

求

遺

請定

添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

.20歳前障害基礎年金

を請求する者は、障害基

礎年金所得状況届等が添

付されていること

-配偶者が受給する児童

扶養手当から障害年金の

子の加算へ受給変更する

場合は、児童扶養手当証

書等の提示を求める。

1級又は 2級の障害の

状態にある子があるとき

は、医師又は歯科医師の

-生年月日についての|診断書が添付されている

市町村長の在明書又は|こと

戸籍抄本 |・その子が次に掲げる傷

・請求者、加算額対象|病の場合は、レントゲン

者がいるときは、死亡|フィノレムの添付が必要

者との身分関係を明ら| 呼吸器系結核、肺化の

かにすることができる lう症、けい姉(これに類

書類 |似するじん肺症を含む)

・請求者、加算額対象|、その他必要と認められ

者が死亡者によって生|るもの

言十を維持されていたこ

とを証明する書類

検

そ

体

は
死

又

類

.
、
か
書

書

れ

る

断

ず

す

診

い

当

亡

の

相

死

書

に
案

れ

裁金年礎基

書
族

求

遺

請定

はレントゲンフイノレムの

添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

. 2 0歳前障害基礎年金

を請求する者は、障害基

礎年金所得状況届等が添

付されていること

. 1級又は 2級の障害の

状態にある子があるとき

は、医師又は歯科医師の

-生年月日についての ι|診断書が添付されている

市町村長の証明書又は|こと

戸籍抄本 |・その子が次に掲げる傷

・請求者、加算額対象|病の場合は、レントゲン

者がいるときは、死亡!フィルムの添付が必要

者との身分関係を明ら| 呼吸器系結核、肺化の

かにすることができる lう症、けい肺(これに類

書類 |似するじん肺症を含む)

・請求者、加算額対象|、その他必要と認められ

者が死亡者によって生!るもの

計を維持されていたこ

とを証明する書類



-国民年金受給者 -氏名変更に関する証 -国民年金受給者 -氏名変更に関する証

氏名変更届 明書又は戸籍抄本 氏名変更届 明書又は戸籍抄本

(障害基礎年金、 (障害基礎年金、

遺族基礎年金、寡 遺族基礎年金、寡

婦年金に限る) 婦年金に限る)

-国民年金受給権 -受給権者の死亡の事 -国民年金受給権 -受給権者の死亡の事

者死亡届 実を明らかにすること 者死亡届 実を明らかにすること

(~章害基礎年金、 ができる書類 (障害基礎年金、 ができる書類

遺族基礎年金、寡 -死亡者と請求者との 遺族基礎年金、寡 -死亡者と請求者との

婦年金に限る) 身分を明らかにするこ 婦年金に限る) 身分を明らかにするこ

とができる書類及び生 とができる書類及び生

言十を閉じくしていたこ 、 計を同じくしていたこ

とを明らかにすること とを明らかにすること

ができる書類 ができる書類

-国民年金未支給 -受給権者の死亡の事 -年金の払渡しを受ける -国民年金未支給 -受給権者の死亡の事 -年金の払渡しを受行る

年金給付請求書 実を明らかにすること 機関に金融機関を希望し 年金給付請求書 実を明らかにすること 機関に金融機関を希望し

(障害基礎年金、 ができる書類 ているときは、預金通帳 (障害基礎年金、 ができる書類 ているときは、預金通帳

遺族基礎年金、寡 -死亡者と請求者との の記号番号についての当 遺族基礎年金、寡 -死亡者と請求者との の記号番号についての当

婦年金に限る) 身分を明らかにするこ 該払渡し金融機関の証明 婦年金に限る) 身分を明らかにするこ 該払渡し金融機関の証明

とができる書類及び生 書 とができる書類及び生 書

計を同じくしていたこ 計を同じくしていたこ

とを明らかにすること とを明らかにすること

ができる書類 ができる書類

国民年金受給選l受給権者の生存につ -加算額の対象者がいる -国民年金受給選 -受給権者の生存につ -加算額の対象者がいる

択申出書 いての市町村長の証明 ときは、受給権者との身 択申出書 いての市町村長の証明 ときは、受給権者との身

書又は戸籍抄本 分関係を明らかにできる 書又は戸籍抄本 分関係を明らかにできる

-その他裁定請求に必 市町村の証明書又は戸籍 -その{也裁定請求に必 市町村の証明書又は戸籍



要な書類

-障害給付加算額 -子の生年月日及びそ

-加給年金額加算 の子と受給権者の身分

開始事由該当届 関係を明らかにするこ

とができる書類

-子が受給権者によっ

抄本が添付されているこ

と

. 1級又は 2級の障害の

状態にある子があるとき

は、医師又は歯科医師の

診断書が添付されている

こと次に掲げる傷病の場

合はレントゲンフィルム

の添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

・配偶者が年金を受けよ

うとしているときは、そ

のことを確認、することが

できる書類が添付されて

し、ること

-受けようとする年金が

、国民年金の老齢福祉年

金であるときは、所得状

況届の添付が必要

-その他裁定請求に添付

が必要な書類

-子が 20歳未満で l級

又は 2級の障害の状態に

あるときは、その障害の

状態に関する医師文は歯

科医師の診断書

要な書類 抄本が添付されているこ

と

. 1級又は 2級の障害の

状態にある子があるとき

は、医師又は歯科医師の

診断書が添付されている

こと次に掲げる傷病の場

合はレントゲンフィルム

の添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-配偶者が年金を受けよ

うとしているときは、そ

のことを確認することが

できる書類が添付されて

し、ること

・受けようとする年金が

、国民年金の老齢福祉年

金であるときは、所得状

況届の添付が必要

・その他裁定請求に添付

が必要な書類



て生計を維持している

ことを明らかにするこ

とができる書類

・子の加算誇求にかか

る確認書(配偶者が児

童扶養手当を受けてい

盃蓋企2全i

-障害基礎年金受|・出生した子の生年月

給権者胎児出生届|日とその子と受給権者

との身分関係を明らか

lにすることができる市

町村長の証明書又は戸

籍抄本

-障害基礎年金受l・受給権者の生存に関

給権者支給停止時|する市町村長の証明書

由消滅届 |又は戸籍抄本

・障害の状態に関する

医師又は歯科医師の診

断書

-支給停止の事由が消

滅したことを明らかに

することができる書類

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-配偶者が受給する児童

扶養手当から障害年金の

子の加算へ受給変更する

場合は、児童扶養手当証

書等の提示を求める。

-出生した子が障害の状

態にあるときは、医師の

診断書が必要

-加算額の対象者と受給

権者の身分関係を明らか

にすることができる市町

村長の証明書又は戸籍抄

本が必要

-加算額対象者のうち、

1級又は 2級に該当する

障害の状態にある子があ

るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要

-障害基礎年金受

給権者胎児出生届

-出生した子の生年月

日とその子と受給権者

との身分関係を明らか

にすることができる市

町村長の証明書又は戸

籍抄本

-出生した子が障害の状

態にあるときは、医師の

診断書が必要

-障害基礎年金受卜受給権者の生存に関卜加算額の対象者と受給

給権者支給停止時|する市町村長の証明書|権者の身分関係を明らか

由消滅届 又は戸籍抄本

・障害の状態に関する

医師又は歯科医師の診

断書

-支給停止の事由が消

にすることができる市町

村長の証明書又は戸籍抄

本が必要

-加算額対象者のうち、

1級叉は 2級に該当する

滅したことを明らかに l障害の状態にある子があ

することができる書類|るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要



-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンブイノレムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

.20歳前障害基礎年金

を請求する者のときは、

障害基礎年金所得状況届

等が添付されているこ

と。

-障害基礎年金加卜加算額対象者のうち卜次に掲げる傷病の場合

算額対象者の障害l、 1級又は 2級に該当 lはレントゲンフィルムの

該当届 |する障害の状態にある|添付が必要。

子があるときは、医師| 呼吸器系結核、肺化の

又は歯科医師の診断書|う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

る

診

す

の
関

師

に

医

態

科

状

歯
の

は

害

又

障

師

書
医

断

額金年礎

書

官

基

求

書

詩
障

定改

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィノレムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-障害基礎年金加

算額対象者の障害

該当届

-加算額対象者のうち

、 1級又は 2級に該当

する障害の状態にある

子があるときは、医師

又は歯科医師の診断書

る

診

す

の
関

師

に

医

態

科

状

歯
の

は

害

又

障

師

書
医

断

高
貝

必
羽金年礎

書

基

求

宰
ロ
諮
問

障
{
疋改

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

.20歳前障害基礎年金

を請求する者のときは、

障害基礎年金所得状況届

等が添付されているこ

と。

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフイ/レムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフイノレムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの



-加算額・加給年

金額対象者不該当

届

-加算額対象者と受給権

者の身分関係を明らかに

できる市町村の証明書又

は戸籍抄本が添付されて

し、ること。

-加算額対象者が受給権

者によって生計を維持し

ていることを明らかにす

ることができる書類

-障害年金の子の加算か

ら配偶者に支給される児

童扶養手当へ受給変更す

る場合は、児童扶養手当

額調書等の提示を求め

ゑ_0_

-遺族基礎年金受|・受給権者の生存に関|・加算額対象者と受給権

給権者支給停止事|する市町村長の証明書|者の身分関係を明らかに

由消滅届 |又は戸籍抄本 lすることができる市町村

・支給停止の事由が消|長の証明書又は戸籍抄本

滅したことを明らかに|が添付されていること。

することができる書類|・加算額対象者が受給権

者によって引き続き生計

を維持していることを明

らかにすることができる

書類が添付されているこ

と。

・加算額対象者のうち、

1級又は 2級に該当する

-遺族基礎年金受

給権者支給停止事

由消滅届

-受給権者の生存に関

する市町村長の証明書

又は戸籍抄本

-支給停止の事由が消

-加算額対象者と受給権

者の身分関係を明らかに

できる市町村の証明書又

は戸籍抄本が添付されて

し、ること。

・加算額対象者が受給権

者によって主主盆室生計

を維持していることを明

らかにすることができる

書類

-加算額対象者と受給権

者の身分関係を明らかに

することができる市町村

長の証明書又は戸籍抄本

滅したことを明らかに|が添付されていること。

することができる書類卜加算額対象者が受給権

者によって引き続き生計

を維持していることを明

らかにすることができる

書類が添付されているこ

と。

-加算額対象者のうち、

1級又は 2級に該当する



障害の状態にある子があ

るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要。

・次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィノレムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

・旧法の母子福祉年金か

ら裁定替された遺族基礎

年金のときは、所得状況

届等を添付されているこ

と

-遺族基礎年金額卜出生した子の生年月卜出生した子が障害の 1

改定請求書 |日及び出生した子と死|級又は 2級に該当する障

亡した・被保険者との身|害の状態にあるときは、

分関係を明らかにでき|医師又は歯科医師の診断

る市町村長の証明又は|書が必要

戸籍抄本

-遺族基礎年金受卜支給停止の場合、所

給権者の所在不明l在不明者の所在が 1年

による支給停止・|以上明らかでないこと

支給停止解除申請lを証する書類

書 卜支給停止解除の場合

、受給権者の生存に関

する市町村長の証明書

-遺族基礎年金額

改定請求書

-遺族基礎年金受

給権者の所在不明

による支給停止・

支給停止解除申請

書

-出生した子の生年月

日及び出生した子と死

亡した被保険者との身

分関係を明らかにでき

る市町村長の証明又は

戸籍抄本

-支給停止の場合、所

在不明者の所在が 1年

以上明らかでないこと

を証する書類

・支給停止解除の場合

、受給権者の生存に関

する市町村長の証明書

障害の状態にある子があ

るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要。

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィノレムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

・旧法の母子福祉年金か

ら裁定答された遺族基礎

年金のときは、所得状況

届等を添付されているこ

と

-出生した子が障害の 1

級又は 2級に該当する障

害の状態にあるときは、

医師又は歯科医師の診断

書が必要



又は戸籍抄本

・受給権者が被保険者

又は被保険者であった

者の妻であるときは、

所在不明とされている

問、引き続き被保険者

又は被保険者であった

子と生計を同じくして

いることを明らかにす

ることができる書類

• [13母子福祉年金又は

準母子福祉年金から裁

定替えされた遺族基礎

年金のときは、遺族基

礎年金所得状況届

-遺族基礎年金受|・ 18歳到達年度まで|・次に掲げる傷病の場合

給権者の障害該当|の末日までの間にある|はレントゲンフィノレムの

届 |子・孫又は加算額対象|添付が必要。

者のうち!日国民年金法| 呼吸器系結核、肺化の

及び|日厚生年金保険法|う症、けい肺(これに類

の障害等級の 1級又は l似するじん姉症を含む)

2級に該当する障害の|、その他必要と認められ

状態にあるときは、医|るもの

師又は歯科医師の診断

書が必要。

又は戸籍抄本

・受給権者が被保険者

又は被保険者であった

者の妻であるときは、

所在不明とされている

問、引き続き被保険者

又は被保険者であった

子と生計を同じくして

いることを明らかにす

ることができる書類

・旧母子福祉年金又は

準母子福祉年金から裁

定替えされた遺族基礎

年金のときは、遺族基

礎年金所得状況届

-遺族基礎年金受|・ 18歳到達年度まで卜次に掲げる傷病の場合

給権者の障害該当|の末日までの間にある|はレントゲンフィルムの

届 |子・孫又は加算額対象|添付が必要。

者のうち!日国民年金法| 呼吸器系結核、肺化の

及び旧厚生年金保険法|う症、けい肺(これに類

の障害等級の 1級又は l似するじん肺症を含む)

2級に該当する障害の|、その他必要と認められ

状態にあるときは、医|るもの

師又は歯科医師の診断

書が必要。



改正 後全 文

国民年金市町村事務処理基準

第 1章総則

(通則)

第 1条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)における国民年金に関する事務の取扱い

については、国民年金法(昭和 34年法律第 141号。以下「法」という。)、国民

年金法施行令(昭和 34年政令第 184号。以下「令」という。)及び国民年金法施

行規則(昭和 35年厚生省令第 12号。以下「競貝IJJ という。)、中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第

18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)の定めるところによるほか、地方自治

法(昭和 22年法律第67号)第245条の 9第 3項に基づくこの処理基準の定める

ところにより1Tう。

(文書の取扱い)

第2条被保険者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。以下同じ。)その他の

関係者から提出された届書、申請書、申出書又は請求書(以下「届書等j という。)

の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補

正できるものであるときは、被保険者その他の関係者に適宜その誤りの補正を求め、

補正されたものを受理する。

第 2章帳簿等

(備付帳簿等)

第3条 市町村において備える帳簿は、国民年金関係書類受付処理簿(以下「受付処理

簿Jという。)とする。

2 受付処理簿は、完結の日から 3年間保存する。

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、届書等の受付順に次に掲げる事項を記入する。

(1)受付年月日

(2)受付番号

(3)届書等の名称

(4)氏名

(5 )処理経過

(6 )報告年月日

(7)その他必要な事項

第3章被保険者に関する事項

(届書等の受理)

第5条被保険者の資格に関する届書等が提出されたときは、次により処理する。

(1)届書等に受付印を押し、受付番号及び受付年月日を記入する。

(2 )受付処理簿に受付番号、届書等の名称、被保険者の氏名及び受付年月日を記入

する。

(3)届書等に添えて年金手帳(以下「手帳」としづ。)又は基礎年金番号通知書(

以下「番号通知書」という。)が提出されたときは、受付処理簿にその旨を記入

し、返付する。この場合において、氏名に変更があるときは、当該手帳の所定欄

に最後に変更された氏名を記入する。

(4 )番号通知書のみが提出されているときは、届書等の余白に「要手帳交付Jと記



入する。

( 5.)届書等の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを確認する。

(6 )届書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著し

い不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該届書等を提出者に

返付する。

(7)前号の規定により返付した届書等が補正され再提出されたときは、受付処理簿

に再受付年月日を記入する。

2 前項の場合において、被保険者の資格の喪失の届書(以下「資格喪失届」という。)、

任意加入被保険者の資格の喪失の申出書(以下「資格喪失申出書」という。)、被保険

者の種別の変更の届書(以下「種別変更届」という。)、付加保険料納付申出書(以下

「付加納付申出書Jという。)又は付加保険料納付辞退申出書(以下「付加納付辞退申

出書Jとし寸。)に添えて手帳又は番号通知書(以下「手帳等」とし寸。)が提出され

ないときは、その旨及びその理由を当該届書等に付記させる。

3 当該市町村と同ーの都道府県の区域内に住所を有する日本年金機構の事務センター

又は日本年金機構が定める年金事務所(以下「年金事務所等」という。)から国民年

金処理結果一覧表(以下「処理結果一覧表」とし寸。)が送付されたときは、受付処

理簿に受付年月日を記入する。

(被保険者の資格取得等の届出)

第6条 前に被保険者又は第3号被保険者でなかった者から第 1号被保険者となったこ

とに係る被保険者の資格の取得の届出(以下「資格取得届Jという。)又は種別変更

屈が提出されたときは、次の処理をする。

(1)資格取得届又は種別変更届に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日及び

住所を戸籍簿又は住民票(日本国籍を有しない者にあっては、外国人登録原票)

により確認し、種別変更年月日は国民年金被保険者t情報提供システムにより提供

される情報(以下「被保険者情報」という。)等により確認する。また、種別変

更届に基礎年金番号が記載されている場合は、種別変更届に添付された手帳等に

より確認する。

(2)被保険者の資格があると認めたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3 )被保険者の資格がないと認めたときは、次の処理をする。

ア 受付処理簿に却下通知年月日を記入する。

イ 被保険者の資格のない旨及びその理由を届出者に通知する。この場合におい

て、手帳等が提出されているときは、併せてこれを返付し、受付処理簿に返付

年月日を記入する。

(4 )第2号の処理をしたときは、当該資格取得届又は種別変更屈を年金事務所等に

送付する。

2 外国人から届書が提出されたときは、第 1項各号による取扱いのほか、次の処理を

する。
(1)被保険者の資格取得日は外国人登録原票の上陸許可日とする。

(2)資格取得届に外国人表示を記入し、年金事務所等へ送付する。

第7条 前に被保険者又は第3号被保険者であったことのある者から第 1号被保険者と

なったことに係る資格取得届又は種別変更届が提出されたときは、次の処理をする。

(1)前に被保険者であった者から提出された資格取得届又は種別変更届の記載内容

を前条第 1項第1号の規定の例により審査する。ただし、資格取得届又は種別変

更屈に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名(旧氏名が記載されているとき

は旧氏名)、性別、生年月日及び住所を資格取得届又は種別変更届に添付された



手帳又は被保険者情報により確認したときは、この限りでない。この場合におい

て、当該被保険者が被保険者の資格を喪失した後、又は第2号被保険者となった

ことにより被保険者の種別を変更した後に氏名又は住所を変更しているときは、

最後に変更した氏名又は住所を住民票と照合して行う。

(2)前に第3号被保険者であったことのある者から第1号被保険者となったことに

係る資格取得届又は種別変更届に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日及

び住所を戸籍簿又は住民票(日本国籍を有しない者にあっては、外国人登録原

票)により確認し、種別変更年月日については、当該被保険者の国民健康保険の

被保険者の資格取得年月日後でないことを住民票又は国民健康保険被保険者台帳

により確認する。また、種別変更届に基礎年金番号が記載されている場合は、種

別変更届に添付された手帳等により確認する。

(3 )被保険者の資格があると認めた場合は、次の処理をする。

ア 手帳が提出されていないときは、第5条第2項の規定の例により処理する。

イ 前条第 1項第2号の規定の伊jにより処理する。

(4)被保険者の資格がないと認めたときは、前条第 1項第3号の規定の例により処

理する。

( 5 )第3号の処理をしたときは、資格取得届又は種別変更届を年金事務所等に送付

する。

2 外国人から届書が提出されたときは、前条第2項((1)を除く。)の規定の例に

より処理する。
(任意加入被保険者の資格の取得の申出)‘

第8条任意加入被保険者の資格の取得の申出書(以下「資格取得申出書」という。)

が提出されたときは、当該被保険者に係る法第 92条の2に規定する口座振替納付(

以下「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出書又は口座振替納付によらない

正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出書(以下

「口座振替納付等申出書Jという。)が提出されているかどうかを確認する。なお、

口座振替納付等申出書が提出されていないときは、申出者にその提出を求め、受付簿

にその旨を記入する。

2 資格取得申出書は、第6条第 1項(第3号を除く。)及び第2項又は第7条第 1項

(第4号を除く。)及び第2項の規定の例により処理する。

3 口座振替納付等申出書は、第6条第1項(第3号を除く。)の規定の例により処理

する。

4 受付処理簿に受理の年月日を記入し、年金事務所等に送付する。

(資格喪失の届出)

第9条資格喪失届が提出されたときは、次の処理をする。

(1)資格喪失届の記載内容を次により審査する。

ア 資格喪失届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名、性別、生年月日友

び住所を被保険者情報により確認する。

イ アの規定の方法により確認できないときは、第6条第1項第1号の規定によ

り処理する。

(2)被保険者の資格を喪失したと認めたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入

する。

(3)被保険者の資格を喪失しないと認めたときは、次の処理をする。

ア 被保険者の資格喪失をしない旨及びその理由を被保険者に通知する。

イ 受付処理簿に却下通知年月日を記入する。



(4)第2号の処理をしたときは、当該資格喪失届を年金事務所等に送付する。

2 外国人から出国に伴う資格喪失届が提出されたときは、前項第 1号、第3号及び第

4号の取扱いのほか、資格喪失日は出国年月日の翌日(届出がない場合は、外国人登

録原票の閉鎖事由該当年月日)とする。

(死亡の届出等)

第 10条被保険者の死亡の届書(以下「被保険者死亡届Jという。)が提出されたと

きは、次の処理をする。

(1)第9条第1項第1号から第3号までの規定の例により処理する。この場合にお

いて、死亡の事実は戸籍簿又は住民票により確認する。

(2)規則第9条の規定に基づき、被保険者死亡届の送付に代えて報告書を送付する

ときは、国民年金被保険者死亡報告書(様式第1号。以下「死亡報告書」という。

)を作成する。

( 3 )被保険者死亡届又は死亡報告書を年金事務所等に送付する。

2 被保険者死亡届が提出されない場合においては、その被保険者の死亡の事実を戸籍

簿又は住民票により確認したときは、死亡報告書を作成し、これに死亡の事実を確認

した旨の市町村長の証明を行い、当該報告書を年金事務所等に送付する。

(任意脱退の承認申請)

第 11条被保険者の任意脱退の承認申請書(以下「任意脱退承認申請書」という。)

が提出されたときは、次の処理をする。

(1)当該被保険者に係る資格取得届又は種別変更届が提出されているかどうかを確

認する。なお、資格取得届又は種別変更届が提出されていないときは、申請者に

その提出を求め、受付処理簿にその旨を記入する。

(2)任意脱退承認申請書の記載事項を第9条第 1項第 1号の規定の例により確認す

る。

( 3 )任意脱退承認申請書の記載に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を

記入する。

(4)任意脱退承認申請書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から任意脱退承認の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿

に承認の旨を記入する。

3 年金事務所等から任意脱退承認申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、受

付処理簿に申請が却下の旨を記入する。

(資格喪失の申出)

第 12条 資格喪失申出書が提出されたときは、第9条第1項(同項第3号を除く。)

の規定の例により処理する。

(氏名変更の届出)

第 13条 被保険者から氏名変更届書(以下「被保険者氏名変更届j という o )が提出

されたときは、次の処理をする。

(1)被保険者氏名変更届の記載内容を第9条第1項第1号の規定の例により審査す

る。この場合において、変更後の氏名は、戸籍簿又は住民票により確認する。

(2)氏名の変更を確認したときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3)規則第9条の規定に基づき、被保険者氏名変更届の送付に代えて報告書を送付

するときは、国民年金被保険者氏名変更報告書(様式第2号。以下「被保険者氏

名変更報告書Jという。)を作成する。

(4 )被保険者氏名変更届又は被保険者氏名変更報告書を年金事務所等に送付する。

2 被保険者から氏名変更届を提出されない場合においては、その被保険者の氏名変更



の事実を住民票により確認したときは、被保険者氏名変更報告書を作成し、これに氏

名変更の事実を確認した旨の市町村長の証明を行い、当該報告書を年金事務所等へ送

付する。

(住所変更の届出等)

第 14条被保険者から住所変更の届書(以下「被保険者住所変更届」という。)が提

出されたときは、次の処理をする。

(1)被保険者住所変更届の記載内容を第9条第 1項第1号の規定の例により審査す

る。この場合において、変更後の住所は、住民票により確認する。

(2)住所の変更を確認したときは、次の処理をする。

ア 受付処理簿に受理の年月日を記入する。

イ 法第 12条第4項及び規則第9条の規定に基づき、被保険者住所変更届の送

付に代えて報告書を送付するときは、国民年金被保険者住所変更報告書(様式

第2号。以下「被保険者住所変更報告書」という。)を作成する。

(3 )被保険者住所変更届又は被保険者住所変更報告書を年金事務所等に送付する。

第 15条 旧住所地の市町村は、被保険者が他の市町村の区域内に住所を変更した事実

を住民票により確認したとき(当該被保険者について年金事務所等から住所を変更し

た旨の通知書の送付を受けたときを除く。)は、被保険者住所変更報告書を作成し、

当該報告書に「住民票により確認」と付記し、これを年金事務所等に送付する。

2 新住所地の市町村は、年金事務所等から国民年金被保険者転入事実調査票(以下「

転入事実調査票」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。

(1)転入の事実を住民票により確認する。

(2)前号の処理をしたとき又は新住所地からさらに他の市町村の区域内に住所を変

更している等の事実を確認したときは、転入事実調査票に所要の事項を記入した

上、これを年金事務所等に送付する。

3 転出届に基づき旧住所地の市町村の住民票は削除されたが新住所地へ転入届の提出

がなく、その住民票が消除された日から起算して 3か月を経過したとき及び住民調査

により住民票が消除されたときは、居所未登録者報告書(様式第3号)を年金事務所

等へ送付する。

4 年金事務所等から居所未登録者整理結果通知書が送付された被保険者につい て、住

民調査の実施により当該住所の確認がされたときは、その者の基礎年金番号、氏名及び

確認された住所を年金事務所等へ報告する。

(手帳の再交付の申請)

第 16条 手帳の再交付の申請書(以下「再交付申請書」という。)が提出されたとき

は、次の処理をする。

( 1 )再交付申請書の記載事項を第9条第 1項第 1号の規定の例により確認する。

(2)再交付申請書の記載に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入す

る。

(3)再交付申請書及びこれに添えて提出された手帳を年金事務所等に送付する。

(日本国内に住所を有しない被保険者の届出等)

第 17条 日本国内に住所を有しない任意加入被保険者から、本章に規定する届書等が

提出されたときは、本章に規定するほか次により処理する。

(1)届書等に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日、本籍地都道府県名は、戸

籍簿又は住民票に代えて、当該届書等に添付された旅券の写し、戸籍抄本等により

審査し、日本に住所を有しないことについては、国外転出(予定)の記載がある住

民票により審査する。



(2)資格取得申出書又は国外へ住所を移す旨の被保険者住所変更届が提出されたと

きは、当該被保険者の国民年金に関する事項の処理を行うため、日本国内に住所

を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもの(以下「協力者」という。)

の氏名、住所及び在外邦人との続柄の記載を確認、する。

( 3 )届書等の余白に「在外」と記入し、年金事務所等へ送付する。

(4)手帳の返付その他の被保険者に対する通信は協力者を経由して行う。

(届書等の送付又は報告)

第 18条本章に規定する届書等を年金事務所等に送付するときは、次の処理をする。

(1)届書等を件名ごとに区分する。

(2) 国民年金関係書類送付書(様式第4号)を作成する。

( 3 )受付処理簿に報告(送付)年月日を記入する。

(届書等の再提出)

第 19条年金事務所等に提出した届書等に著しい不備があったため返戻されたときは、

次の処理をする。

(1)受付処理簿に返戻年月日を記入する。

(2)返戻の理由が届書等の記載事項の補正を要するものと認めるものについては、

次の処理をする。

ア 指摘された事項が市町村において補正できるものにあっては、その補正をす

る。

イ 指摘された事項が市町村において補正できないものにあっては、受付処理簿

に返付年月日を記入し、届書等を提出者に返付し、その補正を求める。

ウ イの規定により返付した届書等が再提出されたときは、受付処理簿に再受付

年月日を記入する。

(3)返戻の理由が再審査を要するものと認めるものについては、次の処理をする。

ア指摘された事項の審査を行う。

イ 審査の結果、年金事務所等に再提出を要すると認めたときは、届書等の所要

事項を補正する。

ウ 審査の結果、年金事務所等に再提出を要しないと認めたときは、次の処理を

する。

(ア)受付処理簿に却下通知年月日を記入する。

(イ)当該届書等を受理しない旨及びその理由を、届書等の提出者に通知する。

2 不備事項を補正した届書等は、前条の規定の例により年金事務所等に再提出する。

第4章給付に関する事項

(請求書等の受理)

第 20条 受給権者から給付に関する誇求書、申出書、届書又は申請書(以下「請求書

等1という。)が提出されたときは、次により処理する。

(1)請求書等に受付印を押し、受付番号及び受付年月日を記入する。

(2 )受付処理簿に受付番号、請求書等の名称、氏名及び受付年月日を記入する。

(3 )請求書等に添えて手帳又は年金証書(以下「証書」としづ。)が提出されてい

るときは、受付処理簿にその旨を記入する。

(4)請求書等の記載及びその添付書類(主な書類については別表のとおり。)に不

備がないかどうかを確認する。

(5)請求書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著

しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該請求書等を提出

者に返付する。



a 

(6 )前号の規定により返付した請求書等が補正され再提出されたときは、受付処理

簿に再受付年月日を記入する。

2 前項の場合において、法及び法に基づく命令の規定により請求書等に添えて提出す

べきものとされている証書その他の書類が提出されないときは、その旨の理由書を提

出させる。

(裁定請求書)

第21条 受給権者から給付に関する裁定請求書(以下「裁定請求書」という。)が提

出されたときは、次の処理をする。

(1)裁定請求書に記載された基礎年金番号、氏名及び生年月日を、これに添えて提

出された手帳等又は被保険者情報により確認する。ただし、当該裁定請求書に添

えて提出された手帳等又は被保険者情報により確認できないときは、戸籍簿若し

くは住民票又は外国人登録原票により確認する。

(2 )保険料の納付状況を手帳又は被保険者'情報により確認する。

( 3 )裁定請求書の記載及び添付書類に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月

日を記入する。
(4 )裁定請求書に添えて手帳等が提出されたときは、これを請求者に返付し、受付

処理簿に返付年月日を記入する。

(5 )裁定請求書及び添付書類(前条第2項の理由書を含み、前号の規定により提出

者に返付した手帳等を除く。以下同じ。)を年金事務所等に送付する。

(6 )規則第 31条第2項第 12号ロの規定により、所得状況屈が提出されたとき

は、受給権者等の所得の状況について、その者の所得額、所得税額、市町村民税

額その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課

税台帳、国民健康保険税(料)賦課台帳等によりその事実を確認する。

(7)前号により、所得の事実を確認したときは、所得状況届の審査欄に所得を確認

した旨を記入する。

2 年金事務所等から国民年金裁定者一覧表(死亡一時金及び特)'IIJ-時金は除く。)が

送付されたときは、受付処理簿に裁定の旨を記入する。

3 年金事務所等から国民年金死亡一時金支給決定通知書の写し又は特別一時金支給決

定通知書の写しが送付されたときは、受付処理簿に裁定の旨を記入する。

4 年金事務所等から国民年金不支給決定通知書の写しが送付されたときは、受付処理

簿に不支給の旨を記入する。

(現況届)

第22条 国民年金受給権者現況届(老齢基礎年金を除く。以下「現況届」という。)

が提出されたときは、次の処理をする。

(1)現況届の記載及び添付書類に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を

記入する。

(2 )現況届及びこれに添えて提出された添付書類を年金事務所等に送付する。

2 規則第36条の 5及び第51条の5の規定により、所得状況届が提出されたときは

次の処理をする。

(1)受給権者等の所得の状況について、その者の所得額、所得税額、市町村民税額

その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課税

台帳、国民健康保険税(料)賦課台帳等によりその事実を確認する。

(2) (1) の処理によって所得の事実を確認したときは、所得状況届の審査欄に確

認した旨を記入する。

3 市町村は、所得状況届の代わりに所得状況届に記載された事項を記載した国民年金



障害基礎年金・遺族基礎年金所得状況連名簿をもって代えることができる。

(年金額改定請求書等)

第23条裁定請求書及び現況届以外の請求書等(老齢基礎年金を除く。)が提出され

たときは、第21条第1項第3号及び第4号、第2項並びに第4項の規定の例により

処理する。この場合において、規則第 64条第2項の規定に基づき、受給権者の氏名

変更又は住所変更の届書の送付に代えて報告書を送付するときは、次の報告書を作成

し、これを年金事務所等に送付する。

(1)受給権者の氏名変更については、国民年金受給権者氏名変更報告書(様式第2
号)

(2)受給権者の住所変更については、国民年金受給権者住所変更報告書(様式第2

号)

(請求書等の送付)

第24条 本章に規定する請求書等若しくは報告書を年金事務所等に送付するとき、又

は送付した請求書等若しくは報告書に著しい不備があるため、年金事務所等から返戻

されたときは、第18条又は第19条の規定の例により処理する。

第 5章保険料に関する事項

(申出書等の受理等)

第25条被保険者から保険料に関する申出書、届書又は申請書(以下「申出書等Jと

いう。)が提出されたとき又は年金事務所等から保険料に関する申請書が送付された

ときは、次により処理する。

(1)申出書等に受付印を押印し、受付番号及び受付年月日を記入する。

(2 )受付処理簿に受付番号、申、出書等の名称、氏名及び受付年月日を記入する。

(3) 申出書等に添えて手帳等が提出されているときは、受付処理簿にその旨を記入

する。

(4 )申出書等の記載及びその添付書類に不備がなし、かどうか確認する。

(5 )申出書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著

しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該申出書等を提出

者に返付する。

(6 )前号の規定により返付した申出書等が補正され再提出されたときは、受付処理

簿に再受付年月日を記入する。

2 年金事務所等から処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を

記入する。

(付加保険料納付の申出)

第26条付加納付申出書が提出されたときは、次の処理をする。

(1)付加納付申出書に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条

第1項第 1号の規定の例により確認する。

(2)前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3 )付加納付申出書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返

付年月日を記入する。

(4)付加納付申出書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から付加保険料納付該当又は申出却下の処理結果一覧表が送付された

ときは、受付処理簿に付加納付被保険者となる申出の年月日又は却下の旨を記入する。

(付加保険料納付の辞退申出)

第27条付加納付辞退申出書が提出されたときは、次の処理をする。

(1)付加納付辞退申出書に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第



9条第 1項第 1号の規定の例により確認する。

(2)前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

( 3 )付加納付辞退申出書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿

に返付年月日を記入する。

(4 )付加納付辞退申出書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から付加保険料納付辞退該当の処理結果一覧表が送付されたときは、

受付処理簿に付加納付被保険者辞退申出年月日を記入する。

(付加保険料滞納等に伴う付加納付被保険者非該当)

第 28条法第87条の 2第4項の規定に基づき、年金事務所等から付加保険料納付辞

退該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に付加納付被保険者辞退申

出年月日を記入する。

(付加保険料納付該当の届出)

第 29条 農業者年金の被保険者の資格の取得により付加納付被保険者となった旨の届

書(以下「付加納付該当届Jという。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1)付加納付該当届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条

第 1項第 1号の規定の例により確認する。

( 2 )前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3)付加納付該当届に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返

付年月日を記入する。

(4)付加納付該当届を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から付加保険料納付該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付

処理簿に農業者年金の被保険者の資格の取得により付加納付被保険者となった年月日

を記入するとともに、付加保険料納付該当の旨を記入する。

(付加保険料納付非該当の届出)

第 30条農業者年金の被保険者の資格の喪失により付加納付被保険者でなくなった旨

の届書(以下「付加納付非該当届Jという。)が提出されたときは、次の処理をす

る。

(1)付加納付非該当届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9

条第 1項第1号の規定の例により確認する。

(2)前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3 )付加納付非該当届に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に

返付年月日を記入する。

(4 )付加納付非該当届を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から付加保険料納付非該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受

付処理簿に農業者年金の被保険者の資格の喪失により付加納付被保険者でなくなった

年月日を記入するとともに、非該当の旨を記入する。

(なお従前の例によることとされた検認の事務)

第 31条削除

(中国残留邦人等の特例措置対象者該当の申出)

第 32条 中国残留邦人等の特例措置対象者該当申出書(以下「特例措置申出書」とい

う。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1)特例措置申出書の記載及び添付書類に不備がないか確認する。

(2)前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。また、特例

措置申出書に老齢基礎年金等の受給権者であることにより、年金証書の基礎年金

番号及び年金コードが記載されている場合は、受付処理簿にその旨を記入する。



(3 )特例措置申出書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返

付年月日を記入する。

(4 )特例措置申出書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から特例措置対象者該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付

処理簿に保険料免除の申出年月日を記入する。

3 年金事務所等から特例措置対象者該当不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、

受付処理簿に不該当の旨を記入する。

(保険料の免除に関する届出)

第 33条保険料の免除理由該当の居書(以下「免除該当局」という。)が提出された

ときは、次の処理をする。

(1)免除該当届の記載内容は次により審査する。

ア 免除該当届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第

1項第 1号の規定の例により確認する。

イ 免除該当届に記載された免除該当の理由及び該当年月を障害基礎年金裁定者

一覧表、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票等により確認する。

(2)前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3)免除該当屈に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年

月日を記入する。

(4)免除該当届を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から保険料免除理由該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付

処理簿に保険料免除年月日を記入するとともに該当の旨を記入する。

3 年金事務所等から保険料免除理由不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受

付処理簿に不該当の旨を記入する。

第 34条保険料の免除理由消滅の届書(以下「免除理由消滅届」という。)が提出さ

れたときは、前条第 1項の規定の例により処理をする。

2 年金事務所等から保険料免除理由消滅の処理結果一覧表が送付されたときは、受付

処理簿に保険料免除消滅年月日を記入するとともに消滅の旨を記入する。

3 年金事務所等から保険料免除理由消滅不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、

受付処理簿に不該当の旨を記入する。

(保険料免除及び若年者納付猶予の申請)

第 35条 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(以下「免除等申請書」という。)が

提出又は送付されたときは、次の処理をする。

(1)免除等申請書の記載内容を次により審査する。

ア 免除等申請書に記載された被保険者の基礎年金番号、氏名及び住所、被保険者

の属する世帯の世帯主の氏名並びに被保険者の配偶者の氏名を第9条第1項第1

号の規定の例により確認する。

イ 全額免除、一部免除 (4分の 3免除、半額免除若しくは4分の 1免除をいう。

以下同じ。)又は若年者納付猶予のいずれかの申請又は複数の申請を希望する旨

が記載されていることを確認する。

ウ 若年者納付猶予より一部免除を優先して希望する場合は、その旨が記載されて

いることを確認する。

エ 前年の所得が政令で定める額以下であることを理由に全額免除又は若年者納付

猶予を申請する者が翌年度以降も向ーの理由に基づく申請を希望する場合は、そ

の旨が記載されていることを確認する。

(2)前年の所得又は前々年の所得について、次のア及びイに掲げる申詩の区分に応



じ、当該ア及びイに定める者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住

民基本台帳、市町村民税課税台帳、源泉徴収票、確定申告書の写し等によりその事

実を確認する。

ア 全額又は一部免除の申請被保険者、被保険者の属する世帯の世帯主及び被保

険者の配偶者

イ 若年者納付猶予の申請被保険者及び被保険者の配偶者

( 3 )免除等申請書の添付書類を確認する。

免除等申請書の備考欄に規則第 77条の 6各号に掲げる事由に該当する旨が記

載されているときは、その事由を明らかにすることができる書類が添付されてい

ることを確認する。

(4)天災又は天災に準ずる事由による免除等の申請の場合は、当該事実及び当該事

由による財産の減少についての意見を記入して、市町村長の証明を行う。

(5 )前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(6 )免除等申請書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付

年月日を記入する。

( 7)免除等申請書を年金事務所等に送付する。

2 免除等申請書に法第89条各号のいずれにも該当しなくなった旨記載されていると

きは、前項により処理するほか、第34条第 1項の規定により処理する。

3 年金事務所等から免除等申請承認の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理

簿に免除等の始期を記入するとともに全額免除、一部免除又は納付猶予の別を記入す

る。
4 年金事務所等から免除等申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理

簿に却下の旨を記入する。

第35条の 2 規則第 77条第3項又は第 77条の 5第3項の規定により申請書の提出

を要しないとされた者の所得状況などの現況を確認するための継続審査用国民年金保

険料免除・納付猶予審査処理票(以下「継続免除等審査処理票Jという。)が年金事

務所等より送付されたときは、次の処理をする。

(1)継続免除等審査処理票に記載された被保険者の基礎年金番号、氏名及び住所、

被保険者の属する世帯の世帯主の氏名並びに被保険者の配偶者の氏名を第9条第1

項第1号の規定の例により確認する。

(2 )前年の所得について、次のア及びイに掲げる申請の区分に応じ、当該ア及びイ

に定める者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住民基本台帳、市町

村民税課税台帳、源泉徴収票、確定申告書の写し等によりその事実を確認する。

ア 全額の申請被保険者、被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者

イ 若年者納付猶予の申請被保険者及び被保険者の配偶者

(3 )継続免除等審査処理票を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から免除等申請承認及び免除等申請却下の処理結果一覧表が送付され

たときは、当該一覧表に受付年月日を記載し、その日から 3年間保存する。

(保険料学生納付特例の申請)

第36条保険料学生納付特例申請書(以下「納付特例申請書」という。)が提出又は

送付されたときは、次の処理をする。

(1)納付特例申請書の記載内容を次により審査する。

ア 納付特例申請書に記載された基礎年金番号、生年月日、被保険者の氏名及び

住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

イ 納付特例申請書に記載された保険料の納付特例を申請する理由及び大学等に



ついて、在学証明書等により確認する。ただし、規則第 77条の4第3項又は

第4項の規定により、申請書に書類の添付を要しないとされた場合にあっては、

この限りでない。

ウ 納付特例申請書に前年の所得があると記載されているときは、被保険者の所

得額、所得税額、市町村氏税額、その他の事項を住民基本台帳、市町村民税課

税台帳若しくは源泉徴収票又は確定申告書の写し等によりその事実を確認す

る。

エ 納付特例申請書の備考欄に失業又は失業に準ずる事由が記載されているとき

は、その事実を明らかにすることができる書類が添付されていることを確認す

る。

(2 )納付特例申請書の所定欄に確認の結果又は当該申請(天災又は天災に準ずる事

由による申請に限る。)についての意見を記入し、市町村長の証明を行う。

(3 )前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(4)納付特例申請書に添えで提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返

付年月日を記入する。

(5 )納付特例申請書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から保険料納付特例申請承認の処理結果一覧表が送付されたときは、

第 35条第3項の規定の例により処理する。

3 年金事務所等から保険料納付特例申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、

第 35条第4項の規定の例により処理する。

(保険料免除及び若年者納付猶予の取消申請)

第 37条 国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書(以下「取消申請書」という。)

が提出されたときは、次の処理をする。

(1)取消申請書に記載された基礎年金番号、生年月日、被保険者の氏名及び住所を

第 9条第 1項第 1号の規定の例により確認する。

(2)前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3 )取消申請書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年

月日を記入する。

(4)取消申請書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から免除等取消承認、の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理

簿に取消年月日を記入するとともに取消の旨を記入する。

(納付特例不該当の届出)

第 38条保険料学生納付特例不該当届(以下「納付特例不該当届Jという。)が提出

されたときは、前条第1項の規定の例により処理する。

2 年金事務所等から納付特例不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理

簿に不該当年月日を記入するとともに不該当の旨を記入する。

(届書等の送付又は再提出)

第 39条 本章に規定する届書等を年金事務所等に送付するとき、又は送付した届書等

に著しい不備があるため年金事務所等から返戻されたときは、第 18条又は第 19条

の規定の例により処理する。



別表

主な届書 添付書類の主なもの

-国民年金老齢給付裁定請求書 |・生年月日についての市町村長の証明書
又は戸籍抄本

-障害基礎年金裁定請求書

-遺族基礎年金裁定請求書

-生年月日についての市町村長の証明書
又は戸籍抄本

・障害の状態に関する医師又は歯科医師
の診断書

・病歴・就労状況申立書
・障害基礎年金の子の加算請求に係る確
認書(配偶者が児童扶養手当を受けて
いる場合のみ)

-死亡診断書、死体検案書のいずれか又
はそれに相当する書類

・生年月日についての市町村長の証明書
又は戸籍抄本

・請求者、加算額対象者がいるときは、
死亡者との身分関係を明らかにするこ
とができる書類

・請求者、加算額対象者が死亡者によっ
て生計を維持されていたことを証明す
る書類

-国民年金受給者氏名変更届 |・氏名変更に関する証明書又は戸籍抄本
(障害韮礎年金、遺族基礎年金
、寡婦年金に限る)

備 考

. 1 8歳未満の子又は 20歳未満で施行令別表 1級又は 2級の障害の
状態にある子があるときは、次に掲げる書類が添付されていること
ア その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる書

類
イ その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかに
することができる書類

ウ 20歳未満で 1級又は2級の障害の状態にある子があるときは
その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を
含む)、その他必要と認められるもの

• 2 0歳前障害基礎年金を請求する者は、障害基礎年金所得状況届等
が添付されていること

・阻偶者が受給する児童扶養手当から障害年金の子の加算へ受給変更
する場合は、児童扶養手当証書等の提示を求める。

• 1級又は2級の障害の状態にある子があるときは、医師又は歯科医
師の診断書が添付されていること

・その子が次に掲げる傷病の場合は レントゲンフィルムの添付が必

要
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を
含む)、その他必要と認められるもの



-国民年金受給権者死亡届
(障害基礎年金、遺族基礎年金
、寡婦年金に限る)

-国民年金未支給年金給付請求
書
(障害基礎年金、遺族基礎年金
、寡婦年金に限る)

-国民年金受給選択申出書

-障害給付加算額・加給年金額
加算開始時曲該当届

-受給権者の死亡の事実を明らかにする
ことができる書類

・死亡者と請求者との身分を明らかにす
ることができる書類及び生計を同じく
していたことを明らかにすることがで
きる書類

-受給権者の死亡の事実を明らかにする
ことができる書類

・死亡者と請求者との身分を明らかにす
ることができる書類及び生計を同じく
していたことを明らかにすることがで
きる書類

・受給権者の生存についての市町村長の
証明書又は戸籍抄本

-その他裁定請求に添付が必要な書類

-子の生年月 H及びその子と受給権者の
身分関係を明らかにすることができる
書類

・子が受給権者によって生計を維持して
いることを明らかにすることができる
書類

・子の加算請求にかかる確認書(配偶者
が児童扶養手当を受けている場合のみ

-年金の払渡しを受ける機関に金融機関を希望している丘きは、預金
通帳の記号番号についての当該払渡し金融機関の証明書

-加算額の対象者がいるときは、受給権者との身分関係を明らかにで
きる市町村の証明書又は戸籍抄本が添付されていること

• 1級又は 2級の障害の状態にある子があるときは、医師又は歯科医
師の診断書が添付されていること次に掲げる傷病の場合はレントゲ
ンフィルムの添付が必要

呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を
含む)、その他必要と認められるもの

・配偶者が年金を受けようとしているときは、そのことを確認するこ
とができる書類が添付されていること

・受けようとする年金が、国民年金の老齢福祉年金であるときは、所
得状況届の添付が必要

-その他裁定請求に添付が必要な書類

・子が 20歳未満で 1級又は 2級の障害の状態にあるときは、その障
害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を
含む)、その他必要と認められるもの

・配偶者が受給する児童扶養手当から障害年金の子の加算へ受給変更
する場合は、児童扶養手当証書等の提示を求める。

・障害基礎年金受給権者胎児出卜出生した子の生年月日とその子と受給|・出生した子が障害の状態にあるときは、医師の診断書が必要
生届 | 権者との身分関係を明らかにすること

ができる市町村長の証明書又は戸籍抄



-障害基礎年金受給権者支給停
止事由消滅届

本

・受給権者の生存に関する市町村長の証
明書又は戸籍抄本

・障害の状態に関する医師又は歯科医師
の診断書

・支給停止の事由が消滅したことを明ら
かにすることができる書類

-加算額の対象者と受給権者の身分関係を明らかにすることができる
市町村長の証明書又は戸籍抄本が必要

-加算額対象者のうち、 1級又は 2級に該当する障害の状態にある子
があるときは、医師又は歯科医師の診断書が必要

・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を
含む)、その他必要と認められるもの

'20歳前障害基礎年金を請求する者のときは、障害基礎年金所得状
況届等が添付されていること。

・障害基礎年金加算額対象者の卜加算額対象者のうち、 l級又は 2級に|・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。
障害該当局 | 該当する障害の状態にある子があると| 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を

-障害基礎年金額改定請求書

-加給額・加給年金額対象者不
該当届

-遺族基礎年金受給権者支給停
止事由消滅届

-遺族基礎年金額改定請求書

きは、医師又は歯科医師の診断書 | 含む)、その他必要と認められるもの

-障害の状態に関する医師又は歯科医師|・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。
の診断書 | 呼吸器系給核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を

-受給権者の生存に関する市町村長の証
明書又は戸籍抄本

-支給停止の事由が消滅したことを明ら
かにすることができる書類

含む)、その他必要と認められるもの
-加算額対象者と受給権者の身分関係を明らかにできる市町村の証明
書又は戸籍抄本が添付されていること。

-加算額対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していること
を明らかにすることができる書類

・障害年金の子の加算から配偶者に支給される児童扶養手当へ受給変
更する場合は、児童扶養手当額調書等の提示を求める。

・加算額対象者と受給権者の身分関係を明らかにすることができる市
町村長の証明書又は戸籍抄本が添付されていること。

・加算額対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していること
を明らかにすることができる書類が添付されていること。

・加算額対象者のうち、 1級又は 2級に該当する障害の状態にある子
があるときは、医師又は歯科医師の診断書が必要。

・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を
含む)、その他必要と認められるもの

-旧法の母子福祉年金から裁定替された遺族基礎年金のときは、所得
状況届等を添付されていること

-出生した子の生年月日及び出生した子卜出生した子が障害の 1級又は 2級に該当する障害の状態にあるとき



-遺族基礎年金受給権者の所在
不明による支給停止・支給停
止解除申請書

-遺族基礎年金受給権者の障害
該当届

と死亡した被保険者との身分関係を明| は、医師又は歯科医師の診断書が必要
らかにできる市町村長の証明又は戸籍
抄本

-支給停止の場合、所在不明者の所在が
1年以上明らかでないことを証する書
類

-支給停止解除の場合、受給権者の生存
lこ関する市町村長の証明書又は戸籍抄
本

・受給権者が被保険者又は被保険者であ
った者の妻であるときは、所在不明と
されている問、引き続き被保険者又は
被保険者であった子と生計を同じくし
ていることを明らかにすることができ
る書類

・旧母子福祉年金又は準母子福祉年金か
ら裁定替えされた遺族基礎年金のとき
は、遺族基礎年金所得状況届

. 1 8歳到達年度までの末日までの間に
ある子・孫又は加算額対象者のうち旧
国民年金法及び旧厚生年金保険法の障
害等級の 1級又は 2級に該当する障害
の状態にあるときは、医師又は歯科医
師の診断書が必要。

-次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を
含む)、その他必要と認められるもの



様式第 1号

国民年金被保険者死亡報告書

(市町村名 ) 

基礎年金番号 性531] 生年月日 氏 名 死亡年月日 備 考

、

(日本工業規格A列 4番)



様式第2号

被保険者氏名
国民年金 . 変更報告書

受給権者.住所
(市町村名

(フリガナ) (フリガナ)
基礎年金番号 性別 生年月日 変更前の住所 変更後の住所 変更年月日

変更前の氏名 変更後の氏名

氏名 . . 
住所 . . 

氏名 . . 

住所 . . 

氏名 . . 
住所 . . 
氏名 . . 
住所 . . 

氏名 . .' 

住所 . . 

(日本工業規格A列4番)



様式第3号

居所未登録者報告書

(市町村名

住民票消除
基礎年金番号 氏 名 住民票消除理由 備 考

年月日

. 



様式第4号

主査垂呈

平成 年 月 ー 日

日本年金機構殿

市町村長

国民年金関係書類送付書

次の書類について、所定の手続きを終了しましたので送付します。

(新規分)

l件 名|件数 |枚 数| 倫

(再提出分)

件 名 件 数 枚 数 備

、

考

(注) 国民年金手帳を送付する場合は、備考欄にその旨及び国民年金手帳の冊数を

記入すること。

(日本工業規格A列4番)



ワRご

日本年金機構理事長殿

年発 0331第 22号

平成 23年 3月 31日

「国民年金市町村事務処理基準」の別表の一部改正について

国民年金法 等の一部を改正する法律(平成 22年法律第 27号)、国民年

金法等の一部 を 改 正 す る 法 律 の 施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関

する政令(平成 22年 政 令 第 194号)及び国民年金法施行規則j等の 一部を

改正する省令(平成 23年厚生労働省令第 10号)が施行されることに伴い、

国民年金市町村事務処理基準(平成 12年 2月 18日付庁保発第 3号)の別

表の一部を別添のとおり改正し、平成 23年 4月 1日から施行することとし

たので、御了知の上、その取扱いについて各市町村に対し情報提供や協力支

援を行うなどよろしく取り計られたい。

また、 I I国民年金市町村事務処理基準」の別表の 一部改正について J (平

成 23年 3月 31日付年発 0331第 21号)により、地方厚生(支)局長

あ て 通 知 済 みであるので、御了知の上、地方厚生(支)局と適宜協力し、市

町村が行う事務が円滑に実施されたい。



(別添)

国民年金市町村事務処理基準新旧対照表 (傍線の部分は改正部分)

改 正 後 現 行

別表 別表 1

主な届書 添付書類の主なもの 備考 主な届書 添付書類の主なもの 備考

-国民年金老齢給 -生年月日についての -国民年金老齢給 -生年月日についての

付裁定請求書 市町村長の証明書又は 付裁定請求書 市町村長の証明書又は

戸籍抄本 戸籍抄本

-障害基礎年金裁 -生年月日についての . 1 8歳未満の子又は 2 -障害基礎年金裁 -生年月日についての • 1 8歳未満の子又は 2

定請求書 市町村長の証明書又は O歳未満で施行令別表 1 定請求書 市町村長の証明書又は O歳未満で施行令別表 1

戸籍抄本 級王i主2級の障害の状態 戸籍抄本 級・ 2級の障害の状態に

-障害の状態に関する にある子があるときは、 -障害の状態に関する ある子があるときは、次

医師又は歯科医師の診 次に掲げる書類が添付さ 医師又は歯科医師の診 に掲げる書類が添付され

断書 れていること 断書 ていること

-病歴・就労状況申立 ア その者と受給権者 -病歴・就労状況申立 ア その者と受給権者

書 との身分関係を明らかに 書 との身分関係を明らかに

-障害基礎年金の子の することができる書類 することができる書類

加算請求に係る確認、書 イ その者が受給権者 イ その者が受給権者

(配偶者が児童扶養手 によって生計を維持して によって引き続き生計を

当を受けている場合の いることを明らかにする 維持していたことを明ら

金L ことができる書類 かにすることができる書

ウ 20歳未満で 1級 類

又は 2級の障害の状態に ウ 20歳未満で 1級

ある子があるときは、そ • 2級の障害の状態にあ

の障害の状態に関する医 る子があるときは、その

師又は歯科医師の診断書 障害の状態に関する医師

-次に掲げる傷病の場合 又は歯科医師の診断書

はレントゲンフィルムの -次に掲げる傷病の場合



-遺族基礎年金裁卜死亡診断書、死体検

定請求書 |案書のいずれか又はそ

れに相当する書類

・生年月日についての

市町村長の証明書又は

戸籍抄本

-請求者、加算額対象

添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

'20歳前障害基礎年金

を請求する者は、障害基

礎年金所得状況届等が添

付されていること

・配偶者が受給する児童

扶養手当から障害年金の

子の加算へ受給変更する

場合は、児童扶養手当証

書等の提示を求める。

. 1級又は 2級の障害の

状態にある子があるとき

は、医師又は歯科医師の

診断書が添付されている

こと

-その子が次に掲げる傷

病の場合は、レントゲン

者がいるときは、死亡|フィルムの添付が必要

者との身分関係を明ら| 呼吸器系結核、肺化の

かにすることができる

書類

・請求者、加算額対象

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

のも
Uる生

こ
て

た
つ

い

類

よ

て

書

に

れ

る

者

さ

す

亡

持

明

死

維

証

が

を

を

者

計

と

はレントゲンフィルムの

添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

• 2 0歳前障害基礎年金

を請求する者は、障害基

礎年金所得状況届等が添

イ寸さオもていること

• 1級又は 2級の障害の

定請求書 案書のいずれか又はそ 状態にある子があるとき

れに相当する書類 は、医師又は歯科医師の

-生年月日についての 診断書が添付されている

l市町村長の証明書又は こと

戸籍抄本 -その子が次に掲げる傷

-請求者、加算額対象 病の場合は、レントゲン

者がいるときは、死亡 フィルムの添付が必要

者との身分関係を明ら 呼吸器系結核、肺化の

かにすることができる う症、けい肺(これに類

書類 似するじん肺症を含む)

-請求者、加算額対象 、その他必要と認められ

者が死亡者によって生 るもの

言十を維持されていたこ

とを証明する書類



-国民年金受給者 -氏名変更に関する証 -国民年金受給者 -氏名変更に関する証

氏名変更届 明書又は戸籍抄本 氏名変更届 明書又は戸籍抄本

(障害基礎年金、 (障害基礎年金、

遺族基礎年金、寡 遺族基礎年金、寡

婦年金に限る) 婦年金に限る)

-国民年金受給権 -受給権者の死亡の事 -国民年金受給権 -受給権者の死亡の事

者死亡届 実を明らかにすること 者死亡届 実を明らかにすること

(障害基礎年金、 ができる書類 (障害基礎年金、 ができる書類

遺族基礎年金、寡 -死亡者と請求者との 遺族基礎年金、寡 -死亡者と請求者との

婦年金に限る) 身分を明らかにするこ 婦年金に限る) 身分を明らかにするこ

とができる書類及び生 とができる書類及び生

計を同じくしていたこ 計を同じくしていたこ

とを明らかにすること とを明らかにすること

ができる書類 ができる書類

-国民年金未支給 -受給権者の死亡の事 -年金の払渡しを受ける -国民年金未支給 -受給権者の死亡の事 -年金の払渡しを受ける

年金給付請求書 実を明らかにすること 機関に金融機関を希望し 年金給付請求書 実を明らかにすること 機関に金融機関を希望し

(障害基礎年金、 ができる書類 ているときは、預金通帳 (障害基礎年金、 ができる書類 ているときは、預金通帳

遺族基礎年金、寡 -死亡者と請求者との の記号番号についての当 遺族基礎年金、寡 -死亡者と請求者との の記号番号についての当

婦年金に限る) 身分を明らかにするこ 該払渡し金融機関の証明 婦年金に限る) 身分を明らかにするこ 該払渡し金融機関の証明

とができる書類及び生 書 とができる書類及び生 書

言十を同じくしていたこ 計を同じくしていたこ

とを明らかにすること とを明らかにすること

ができる書類 ができる書類

園内輪選|受給権者の生存につ -加算額の対象者がいる -国民年金受給選 -受給権者の生存につ -加算額の対象者がいる

択申出書 いての市町村長の証明 ときは、受給権者との身 択申出書 いての市町村長の証明 ときは、受給権者との身

書又は戸籍抄本 分関係を明らかにできる 書又は戸籍抄本 分関係を明らかにできる

-その他裁定請求に必 市町村の証明書又は戸籍 -その他裁定請求に必 市町村の証明書又は戸籍



要な書類

， 、

-障害給付加算額 -子の生年月日及びそ

-加給年金額加算 の子と受給権者の身分

開始事由該当届 関係を明らかにするこ

とができる書類

-子が受盆盤者によっ

抄本がi添付されているこ

と

. 1級又は 2級の障害の

状態にある子があるとき

は、医師又は歯科医師の。

診断書が添付されている

こと次に掲げる傷病の場

合はレントゲンフィルム

の添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

・配偶者が年金を受けよ

うとしているときは、そ

のことを確認することが

できる書類が添付されて

いること

・受けようとする年金が

、国民年金の老齢福祉年

金であるときは、所得状

況届の添付が必要

-その他裁定請求に添付

が必要な書類

-子が 20歳未満で 1級

又は 2級の障害の状態に

あるときは、その障害の

状態に関する医師又は歯

科医師の診断書

< 

要な書類 抄本が添付されているこ

と

. 1級又は 2級の障害の

状態にある子があるとき

は、医師又は歯科医師の

診断書が添付されている

こと次に掲げる傷病の場

合はレントグンフィルム

の添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

・配偶者が年金を受けよ

うとしているときは、そ

のことを確認することが

できる書類が添付されて

し、ること

-受けようとする年金が

、国民年金の老齢福祉年

金であるときは、所得状

況屈の添付が必要

-その他裁定請求に添付

が必要な書類



-障害基礎年金受

給権者胎児出生届

て生計を維持している

ことを明らかにするこ

とができる書類

・子の加算請求にかか

る確認書(配偶者が児

童扶養手当を受けてい

盃量全企金i

-出生した子の生年月

日とその子と受給権者

との身分関係を明らか

にすることができる市

町村長の証明書又は戸

籍抄本

-障害基礎年金受|・受給権者の生存に関

給権者支給停止時|する市町村長の証明書

由消滅届 |又は戸籍抄本

・障害の状態に関する

医師又は歯科医師の診

断書

・支給停止の事由が消

滅したことを明らかに

することができる書類

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフイノレムの

添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-配偶者が受給する児童

扶養手当から障害年金の

子の加算へ受給変更する

場合は、児童扶養手当証

書等の提示を求める。

-出生した子が障害の状

態にあるときは、医師の

診断書が必要

-加算額の対象者と受給

権者の身分関係を明らか

にすることができる市町

村長の証明書又は戸籍抄

本が必要

-加算額対象者のうち、

1級又は 2級に該当する

障害の状態にある子があ

るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要

-障害基礎年金受

給権者胎児出生届

-障害基礎年金受

給権者支給停止時

由消滅届

-出生した子の生年月

日とその子と受給権者

との身分関係を明らか

にすることができる市

町村長の証明書又は戸

籍抄本

-受給権者の生存に関

する市町村長の証明書

又は戸籍抄本

-障害の状態に関する

医師又は歯科医師の診

断書

.'支給停止の事由が消

滅したことを明らかに

することができる書類

-出生した子が障害の状

態にあるときは、医師の

診断書が必要

-加算額の対象者と受給

権者の身分関係を明らか

にすることができる市町

村長の証明書又は戸籍抄

本が必要

・加算額対象者のうち、

1級又は 2級に該当する

障害の状態にある子があ

るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要



-障害基礎年金加|・加算額対象者のうち

算額対象者の障害|、 1級又は 2級に該当

該当届 |する障害の状態にある

子があるときは、医師

又は歯科医師の診断書

る

診

す

の

関

師
に

医

態

科
状

歯
の

は

室
田
又

障

師

書
医

断

額金年礎

書
基

求
害

請

障

定改

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフイノレムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

'20歳前障害基礎年金

を請求する者のときは、

障害基礎年金所得状況届

等が添付されているこ

と。

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィノレムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-障害基礎年金加

算額対象者の障害

該当届

-加算額対象者のうち

、 1級又は 2級に該当

する障害の状態にある

子があるときは、医師

又は歯科医師の診断書

る

診

す

の

関

師
に
、
医

態

科
状

歯
の

は

宝

口

又

，

障

師

書
医

断

額金年礎

書
基

求

宝
ロ
世
間
開

障

定改

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフイ/レムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

ヨ症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

.20歳前障害基礎年金

を請求する者のときは、

障害基礎年金所得状況届

等が添付されているこ

と。

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの



-加算額・加給年

金額対象者不該当

昼

-遺族基礎年金受卜受給権者の生存に関

給権者支給停止事|する市町村長の証明書

由消滅届 |又は戸籍抄本

-支給停止の事由が消

滅したことを明らかに

することができる書類

-加算額対象者と受給権

者の身分関係を明らかに

できる市町村の証明書又

は戸籍抄本が添付されて

いること。

-加算額対象者が受給権

者によって生計を維持し

ていることを明らかにす

ることができる書類

-障害年金の子の加算か

ら配偶者に支給される児

童扶養手当へ受給変更す

る場合は、児童扶養手当

額調書等の提示を求め

急L

-加算額対象者と受給権

者の身分関係を明らかに

することができる市町村

長の証明書又は戸籍抄本

が添付されていること。

.加算額対象者が受給権

者によって引き続き生計

を維持していることを明

らかにすることができる

書類が添付されているこ

と。

・加算額対象者のうち、

1級又は 2級に該当する

-遺族基礎年金受

給権者支給停止事

由消滅届

-受給権者の生存に関

する市町村長の証明書

又は戸籍抄本

・支給停止の事由が消

滅したことを明らかに

することができる書類

-加算額対象者と受給権

者の身分関係を明らかに

できる市町村の証明書又

は戸籍抄本が添付されて

U 、ること。

・加算額対象者が受給権

者によって互L主盆主生計

を維持していることを明

らかにすることができる

書類

-加算額対象者と受給権

者の身分関係を明らかに

することができる市町村

長の証明書又は戸籍抄本

が添付されていること。

.加算額対象者が受給権

者によって引き続き生計

を維持していることを明

らかにすることができる

書類が添付されているこ

と。

・加算額対象者のうち、

1級又は 2級に該当する



障害の状態にある子があ

るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要。

・次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフイノレムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-旧法の母子福祉年金か

ら裁定替された遺族基礎

年金のときは、所得状況

届等を添付されているこ

と

-遺族基礎年金額|・出生した子の生年月卜出生した子が障害の 1

改定請求書 |日及び出生した子と死|級又は 2級に該当する障

亡した，被保険者との身|害の状態にあるときは、

分関係を明らかにでき|医師又は歯科医師の診断

る市町村長の証明又は|書が必要

戸籍抄本

-遺族基礎年金受|・支給停止の場合、所

給権者の所在不明|在不明者の所在が 1年

による支給停止・|以上明らかでないこと

支給停止解除申請|を証する書類

書 |・支給停止解除の場合

、受給権者の生存に関

する市町村長の証明書

障害の状態にある子があ

るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要。

・次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

・旧法の母子福祉年金か

ら裁定替された遺族基礎

年金のときは、所得状況

届等を添付されているこ

と

-遺族基礎年金額|・出生した子の生年月 |・出生した子が障害の 1

改定請求書 !日及び出生した子と死|級又は 2級に該当する障

亡した被保険者との身|害の状態にあるときは、

分関係を明らかにでき l医師又は歯科医師の診断

る市町村長の証明又は|書が必要

-遺族基礎年金受

給権者の所在不明

による支給停止・

支給停止解除申請

書

戸籍抄本

-支給停止の場合、所

在不明者の所在が 1年

以上明らかでないこと

を証する書類

-支給停止解除の場合

、受給権者の生存に関

する市町村長の証明書



又は戸籍抄本

・受給権者が被保険者

又は被保険者であった

者の妻であるときは、

所在不明とされている

問、引き続き被保険者

又は被保険者であった

子と生計を同じくして

いることを明らかにす

ることができる書類

・旧母子福祉年金又は

準母子福祉年金から裁

定替えされた遺族基礎

年金のときは、遺族基

礎年金所得状況届

-遺族基礎年金受|・ 18歳到達年度まで

給権者の障害該当|の末日までの間にある

届 |子・孫又は加算額対象

者のうち旧国民年金法

及び旧厚生年金保険法

の障害等級の 1級又は

2級に該当する障害の

状態にあるときは、医

師又は歯科医師の診断

書が必要。

-次に掲げる傷病の場合

はレントグンフイノレムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-遺族基礎年金受

給権者の障害該当

届

又は戸籍抄本

・受給権者が被保険者

又は被保険者であった

者の妻であるときは、

所在不明とされている

問、引き続き被保険者

又は被保険者であった

子と生計を同じくして

いることを明らかにす

ることができる書類

・|日母子福祉年金又は

準母子福祉年金から裁

定替えされた遺族基礎

年金のときは、遺族基

礎年金所得状況届

. 1 8歳到達年度まで|・次に掲げる傷病の場合

の末日までの聞にある|はレントゲンフィルムの

子・孫又は加算額対象|添付が必要。

者のうち旧国民年金法| 呼吸器系結核、肺化の

及び旧厚生年金保険法 lう症、けい肺(これに類

の障害等級の 1級又は|似するじん肺症を含む)

2級に該当する障害の|、その他必要と認められ

状態にあるときは、医|るもの

師又は歯科医師の診断

書が必要。



⑧
 

年発 0331第 21号

平成 23年 3月 31日

地方厚生(支)局長殿

厚 生 労 働 省 年 金 局 長

(公印省略)

「国民年金市町村事務処理基準」の別表の一部改正について

国民年金法等の一部を改Eする法律(平成 22年法律第 27号)、国民年

金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関

する政令(平成 22年政令第 194号)及び国民年金法施行規則等の一部を

改正する省令(平成 23年厚生労働省令第 10号)が施行されることに伴い、

国民年金市町村事務処理基準(平成 12年 2月 18日付庁保発第 3号)の別

表の一部を別添のとおり改正し、平成 23年 4月 1日から施行することとし

たので、御了知の上、その取扱いについては遺漏のないよう貴管内各市町村

へ周知方よろしく取り計られたい。

また、 f f国民年金市町村事務処理基準」の別表の一部改正について J (平

成 23年 3月 31日付年発 0331第 22号)により、日本年金機構理事長

あて通知済みであるので、御了知の上、日本年金機構と適宜協力し、市町村

が行う事務が円滑に実施されたい。



(別添)

国民年金市町村事務処理基準新旧対照表 (傍線の部分は改正部分)

改 正 後 現 '1丁-

別表 別表 l

主な届書 添付書類の主なもの 備考 主な届書 添付書類の主なもの 備考

-国民年金老齢給 -生年月日についての -国民年金老齢給 -生年月日についての

付裁定請求書 市町村長の証明書又は 付裁定請求書 市町村長の証明書又は

戸籍抄本 戸籍抄本

-障害基礎年金裁 -生年月日についての . 1 8歳未満の子又は 2 -障害基礎年金裁 -生年月日についての . 1 8歳未満の子又は 2

定請求書 市町村長の証明書又は O歳未満で施行令別表 1 定請求書 市町村長の証明書又は O歳未満で施行令別表 1

戸籍抄本 級早l主2級の障害の状態 戸籍抄本 級.2級の障害の状態に

-障害の状態に関する にある子があるときは、 -障害の状態に関する ある子があるときは、次

医師又は歯科医師の診 次に掲げる書類が添付さ 医師又は歯科医師の診 に掲げる書類が添付され

断書 れていること 断書 ていること

-病歴・就労状況申立 ア その者と受給権者 -病歴・就労状況申立 ア その者と受給権者

書 との身分関係を明らかに 書 との身分関係を明らかに

-障害基礎年金の子の することができる書類 するニとができる書類

加算請求に係る確認書 イ その者が受給権者 イ その者が受給権者

(配偶者が児童扶養手 によって生計を維持して によって引き続き生計を

当を受けている場合の いることを明らかにする 維持していたことを明ら

み) ことができる書類 かにすることができる書

ウ 2 0歳未満で 1級 類

主i孟2級の障害の状態に ウ 2 0歳未満で 1級

ある子があるときは、そ . 2級の障害の状態にあ

の障害の状態に関する医 る子があるときは、その

師又は歯科医師の診断書 障害の状態に関する医師

-次に掲げる傷病の場合 又は歯科医師の診断書

はレントゲンフイノレムの -次に掲げる傷病の場合



-遺族基礎年金裁卜死亡診断書、死体検

定請求書 案書のいずれか又はそ

れに相当する書類

・生年月日についての

市町村長の証明書又は

戸籍抄本

・請求者、加算額対象

添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

.20歳前障害基礎年金

を請求する者は、障害基

礎年金所得状況届等が添

付されていること

・配偶者が受給する児童

扶養手当から障害年金の

子の加算へ受給変更する

場合は、児童扶養手当証

書等の提示を求める。

. 1級又は 2級の障害の

状態にある子があるとき

は、医師又は歯科医師の

診断書が添付されている

こと

・その子が次に掲げる傷

病の場合は、レントゲン

の

類

)

れ

要

化
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ら

必
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が
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る
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象

生

こ

死

明

き

対

て

た
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で

額

つ

い

類

は

係

が

算

よ

て

書

き

関

と

加

に

れ

る

と

分
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、

者

さ

す

る

身

る

者

亡

持

明

い

の

す

求

死

維

証

が

と

に

類

請

が

を

を

者

者

か

書

・

者

計

と

はレントゲンフィルムの

添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、tその他必要と認められ

るもの

. 20歳前障害基礎年金

を請求する者は、障害基

礎年金所得状況届等が添

付されていること

遺族基礎年金裁| 死亡診断書 死体検 . 1級又は 2級の障害の

定請求書 案書のいずれか又はそ 状態にある子があるとき

れに相当する書類 は、医師又は歯科医師の

-生年月日についての 診断書が添付されている

市町村長の証明書又は こと

戸籍抄本 -その子が次に掲げる傷

-請求者、加算額対象 病の場合は、レントゲン

者がいるときは、死亡 フィノレムの添付が必要

者との身分関係を明ら 呼吸器系結核、肺化の

かにすることができる う症、けい肺(これに類

書類 似するじん肺症を含む)

-請求者、加算額対象 、その他必要と認められ

者が死亡者によって生 るもの

計を維持されていたこ

とを証明する書類
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、
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、
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-国民年金受給権|・受給権者の死亡の事

者死亡届 |実を明らかにすること

(障害基礎年金、|ができる書類

遺族基礎年金、寡卜死亡者と請求者との

婦年 金 に 限る身分を明らかにするこ

とができる書類及び生

計を同じくしていたこ

とを明らかにすること

ができる書類

-国民年金未支給卜受給権者の死亡の事|・年金の払渡しを受ける

年金給付請求書 |実を明らかにすること|機関に金融機関を希望し

(~章害基礎年金、|ができる書類 |ているときは、預金通帳

遺族基礎年金、寡い死亡者と請求者との|の記号番号についての当

婦年金に限る)身分を明らかにするこ l該払渡し金融機関の証明

とができる書類及び生|書

計を同じくしていたこ

|とを明らかにすること

ができる書類

-国民年金受給選卜受給権者の生存につ卜加算額の対象者がいる

択申出書 |いての市町村長の証明|ときは、受給権者との身

書又は戸籍抄本 |分関係を明らかにできる

・その他裁定請求に必|市町村の証明書又は戸籍

-国民年金受給者 -氏名変更に関する証

氏名変更届 明書又は戸籍抄本

(障害基礎年金、

遺族基礎年金、寡

婦年金に限る)

-国民年金受給権 -受給権者の死亡の事

者死亡届 実を明らかにすること

(障害基礎年金、 ができる書類

遺族基礎年金、寡 -死亡者と請求者との

婦年金に限る) 身分を明らかにするこ

とができる書類及び生

言十を同じくしていたこ

とを明らかにすること

ができる書類

-国民年金未支給 -受給権者の死亡の事 -年金の払渡しを受ける

年金給付請求書 実を明らかにすること 機関に金融機関を希望し

(障害基礎年金、 ができる書類 ているときは、預金通帳

遺族基礎年金、寡 -死亡者と請求者との の記号番号についての当

婦年金に限る) 身分を明らかにするこ 該払渡し金融機関の証明

とができる書類及び生 書

計を同じくしていたこ

とを明らかにすること

ができる書類

-国民年金受給選 -受給権者の生存につ -加算額の対象者がいる

択申出書 いての市町村長の証明 ときは、受給権者との身

書又は戸籍抄本 分関係を明らかにできる

-その他裁定請求に必 市町村の証明書又は戸籍



要な書類

-障害給付加算額 -子の生年月日及びそ

-加給年金額加算 の子と受給権者の身分

開始事由該当届 関係を明らかにするこ

とができる書類

-子が受盆揮者にょっ

抄本が添付されているこ

と

• 1級又は 2級の障害の

状態にある子があるとき

は、医師又は歯科医師の

診断書が添付されている

こと次に掲げる傷病の場

合はレントゲンフイノレム

の添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

・配偶者が年金を受けよ

うとしているときは、そ

のことを確認することが

できる書類が添付されて

し、ること

・受けようとする年金が

、国民年金の老齢福祉年

金であるときは、所得状

況届の添付が必要

・その他裁定請求に添付

が必要な書類

-子が 20歳未満で 1級

又は 2級の障害の状態に

あるときは、その障害の

状態に関する医師又は歯

科医師の診断書

要な書類 抄本が添付されているこ

と

. 1級又は 2級の障害の

状態にある子があるとき

は、医師又は歯科医師の

診断書が添付されている

こと次に掲げる傷病の場

合はレントゲンフィルム

の添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-配偶者が年金を受けよ

うとしているときは、そ

のことを確認することが

できる書類が添付されて

し、ること

-受けようとする年金が

、国民年金の老齢福祉年

金であるときは、所得状

況届の添付が必要

・その他裁定請求に添付

が必要な書類



て生計を維持している

ことを明らかにするこ

とができる書類

・子の加算請求にかか

る確認書(配偶者が児

童扶養手当を受けてい

lる場合のみ)

-障害基礎年金受い出生した子の生年月

給権者胎児出生届|日とその子と受給権者

との身分関係を明らか

にすることができる市

町村長の証明書又は戸

籍抄本

-障害基礎年金受|・受給権者の生存に関

給権者支給停止時|する市町村長の証明書

由消滅届 |又は戸籍抄本

・障害の状態に関する

医師又は歯科医師の診

断書

-支給停止の事由が消

滅したことを明らかに

することができる書類

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフイノレムの

添付が必要

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじんH市症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-配偶者が受給する児童

扶養手当から障害年金の

子の加算へ受給変更する

場合は、児童扶養手当証

書等の提示を求める。

-出生した子が障害の状

態にあるときは、医師の

診断書が必要

-加算額の対象者と受給

権者の身分関係を明らか

にすることができる市町

村長の証明書又は戸籍抄

本が必要

-加算額対象者のうち、

1級又は 2級に該当する

障害の状態にある子があ

るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要

障害基礎年金受 l出生した叫年月 -出生した子が障害の状

給権者胎児出生届 日とその子と受給権者 態にあるときは、医師の

との身分関係を明らか 診断書が必要

にすることができる市

町村長の証明書又は戸

籍抄本

-障害基礎年金受 -受給権者の生存に関 -加算額の対象者と受給

給権者支給停止時 する市町村長の証明書 権者の身分関係を明らか

由消滅届 又は戸籍抄本 にすることができる市町

-障害の状態に関する 村長の証明書又は戸籍抄

医師又は歯科医師の診 本が必要

断書 -加算額対象者のうち、

-支給停止の事由が消 1級又は 2級に該当する

滅したことを明らかに 障害の状態にある子があ

することができる書類 るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要



-障害基礎年金加卜加算額対象者のうち

算額対象者の障害|、 1級又は 2級に該当

該当届 |する障害の状態にある

子があるときは、医師

又は歯科医師の診断書

る

診

す

の
関

師
に

医

態

科

状

歯
の

は

害

又

障

師

書

・

医

断
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書
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求

書
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-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

'20歳前障害基礎年金

を請求する者のときは、

障害基礎年金所得状況届

等が添付されているこ

と。

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフイノレムの

添付が必要。

呼吸器系結核、姉化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-障害基礎年金加

算額対象者の障害

~~当届

-障害基礎年金額

改定請求書

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

. 20歳前障害基礎年金

を請求する者のときは、

障害基礎年金所得状況届

等が添付されているこ

と。

-加算額対象者のうち|・次に掲げる傷病の場合

l級又は 2級に該当|はレントゲンフィルムの

する障害の状態にある|添付が必要。

子があるときは、医師 l呼吸器系結核、肺化の

又は歯科医師の診断書|う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

-障害の状態に関する

医師又は歯科医師の診

断書

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフイノレムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの



-加算額・加給年

金額対象者不該当

届

-加算額対象者と受給権

者の身分関係を明らかに

できる市町村の証明書又

は戸籍抄本が添付されて

し、ること。

・加算額対象者が受給権

者によって生計を維持し

ていることを明らかにす

ることができる書類

-障害年金の子の加算か

ら配偶者に支給される児

童扶養手当へ受給変更す

る場合は、児童扶養手当

額調書等の提示を求め

ゑL

-遺族基礎年金受|・受給権者の生存に関卜加算額対象者と受給権

給権者支給停止事|する市町村長の証明書|者の身分関係を明らかに

由消滅届 |又は戸籍抄本 |することができる市町村

-支給停止の事由が消|長の証明書又は戸籍抄本

滅したことを明らかに|が添付されていること。

することができる書類|・加算額対象者が受給権

者によって引き続き生計

を維持していることを明

らかにすることができる

書類が添付されているこ

と。

-加算額対象者のうち、

1級又は 2級に該当する

-加算額対象者と受給権

者の身分関係を明らかに

できる市町村の証明書又

は戸籍抄本が添付されて

し、ること。

・加算額対象者が受給権

者によって2l.主盆主生計

を維持していることを明

らかにすることができる

書類

-遺族基礎年金受|・受給権者の生存に関卜加算額対象者と受給権

給権者支給停止事|する市町村長の証明書|者の身分関係を明らかに

出消滅届 |又は戸籍抄本 |することができる市町村

-支給停止の事由が消|長の証明書又は戸籍抄本

滅したことを明らかに|が添付されていること。

することができる書類い加算額対象者が受給権

者によって引き続き生計

を維持していることを明

らかにすることができる

書類が添付されているこ

と。

・加算額対象者のうち、

1級又は 2級に該当する



障害の状態にある子があ

るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要。

-次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

・!日法の母子福祉年金か

ら裁定替された遺族基礎

年金のときは、所得状況

届等を添付されているこ

と

-遺族基礎年金額|・出生した子の生年月|・出生した子が障害の 1

改定請求書 |日及び出生した子と死|級又は 2級に該当する障

亡した被保険者との身|害の状態にあるときは、

分関係を明らかにでき|医師文は歯科医師の診断

る市町村長の証明又は l蓄が必要

戸籍抄本

-遺族基礎年金受卜支給停止の場合、所

給権者の所在不明|在不明者の所在が 1年

による支給停止・|以上明らかでないこと

支給停止解除申請|を証する書類

書 |・支給停止解除の場合

、受給権者の生存に関

する市町村長の証明書

障害の状態にある子があ

るときは、医師又は歯科

医師の診断書が必要。

・次に掲げる傷病の場合

はレントゲンフィルムの

添付が必要。

呼吸器系結核、肺化の

う症、けい肺(これに類

似するじん肺症を含む)

、その他必要と認められ

るもの

・旧法の母子福祉年金か

ら裁定替された遺族基礎

年金のときは、所得状況

届等を添付されているこ

と

-遺族基礎年金額卜出生した子の生年月|・出生した子が障害の 1

改定請求書 |日及び出生した子と死|級又は 2級に該当する障

亡した被保険者との身 l害の状態にあるときは、

分関係を明らかにでき|医師又は歯科医師の診断

る市町村長の証明又は l書が必要

戸籍抄本

-遺族基礎年金受卜支給停止の場合、所

給権者の所在不明|在不明者の所在が 1年

による支給停止・ |以上明らかでないこと

支給停止解除申請 lを証する書類

書 |・支給停止解除の場合

、受給権者の生存に関

する市町村長の証明書



又は戸籍抄本

・受給権者が被保険者

又は被保険者であった

者の妻であるときは、

所在不明とされている

問、引き続き被保険者

又は被保険者であった

子と生計を同じくして

いることを明らかにす

ることができる書類

-旧母子福祉年金又は

準母子福祉年金から裁

定替えされた遺族基礎

年金のときは、遺族基

礎年金所得状況届

-遺族基礎年金受|・ 18歳到達年度まで卜次に掲げる傷病の場合

給権者の障害該当|の来日までの間にある lはレントゲンフィルムの

届 |子・孫又は加算額対象|添付が必要。

者のうち!日国民年金法| 呼吸器系結核、肺化の

及び旧厚生年金保険法 lう症、けい肺(これに類

の障害等級の 1級又は|似するじん肺症を含む)

2級に該当する障害の|、その他必要と認められ

状態にあるときは、医|るもの

師又は歯科医師の診断

書が必要。

又は戸籍抄本

・受給権者が被保険者

又は被保険者であった

者の妻であるときは、

所在不明とされている

問、引き続き被保険者

又は被保険者であった

子と生計を同じくして

いることを明らかにす

ることができる書類

・旧母子福祉年金又は

準母子福祉年金から裁

定替えされた遺族基礎

年金のときは、遺族基

礎年金所得状況届

-遺族基礎年金受卜 18歳到達年度まで|・次に掲げる傷病の場合

給権者の障害該当|の末日までの間にある|はレントゲンフィルムの

届 l子・孫又は加算額対象|添付が必要。

者のうち旧国民年金法| 呼吸器系結核、肺化の

及び旧厚生年金保険法 lう症、けい肺(これに類

の障害等級の 1級又は|似するじん肺症を含む)

2級に該当する障害の|、その他必要と認められ

状態にあるときは、医|るもの

師又は歯科医師の診断

書が必要。



改正 後全 文

国民年金市町村事務処理基準

第 1章総則

(通則)

第 1条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)における国民年金に関する事務の取扱い

については、国民年金法(昭和 34年法律第 141号。以下「法」という。)、国民

年金法施行令(昭和 34年政令第 184号。以下「令」という。)及び国民年金法施

行規則(昭和 35年厚生省令第 12号。以下「競貝IJJ という。)、中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第

18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)の定めるところによるほか、地方自治

法(昭和 22年法律第67号)第245条の 9第 3項に基づくこの処理基準の定める

ところにより1Tう。

(文書の取扱い)

第2条被保険者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。以下同じ。)その他の

関係者から提出された届書、申請書、申出書又は請求書(以下「届書等j という。)

の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補

正できるものであるときは、被保険者その他の関係者に適宜その誤りの補正を求め、

補正されたものを受理する。

第 2章帳簿等

(備付帳簿等)

第3条 市町村において備える帳簿は、国民年金関係書類受付処理簿(以下「受付処理

簿Jという。)とする。

2 受付処理簿は、完結の日から 3年間保存する。

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、届書等の受付順に次に掲げる事項を記入する。

(1)受付年月日

(2)受付番号

(3)届書等の名称

(4)氏名

(5 )処理経過

(6 )報告年月日

(7)その他必要な事項

第3章被保険者に関する事項

(届書等の受理)

第5条被保険者の資格に関する届書等が提出されたときは、次により処理する。

(1)届書等に受付印を押し、受付番号及び受付年月日を記入する。

(2 )受付処理簿に受付番号、届書等の名称、被保険者の氏名及び受付年月日を記入

する。

(3)届書等に添えて年金手帳(以下「手帳」としづ。)又は基礎年金番号通知書(

以下「番号通知書」という。)が提出されたときは、受付処理簿にその旨を記入

し、返付する。この場合において、氏名に変更があるときは、当該手帳の所定欄

に最後に変更された氏名を記入する。

(4 )番号通知書のみが提出されているときは、届書等の余白に「要手帳交付Jと記



入する。

( 5.)届書等の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを確認する。

(6 )届書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著し

い不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該届書等を提出者に

返付する。

(7)前号の規定により返付した届書等が補正され再提出されたときは、受付処理簿

に再受付年月日を記入する。

2 前項の場合において、被保険者の資格の喪失の届書(以下「資格喪失届」という。)、

任意加入被保険者の資格の喪失の申出書(以下「資格喪失申出書」という。)、被保険

者の種別の変更の届書(以下「種別変更届」という。)、付加保険料納付申出書(以下

「付加納付申出書Jという。)又は付加保険料納付辞退申出書(以下「付加納付辞退申

出書Jとし寸。)に添えて手帳又は番号通知書(以下「手帳等」とし寸。)が提出され

ないときは、その旨及びその理由を当該届書等に付記させる。

3 当該市町村と同ーの都道府県の区域内に住所を有する日本年金機構の事務センター

又は日本年金機構が定める年金事務所(以下「年金事務所等」という。)から国民年

金処理結果一覧表(以下「処理結果一覧表」とし寸。)が送付されたときは、受付処

理簿に受付年月日を記入する。

(被保険者の資格取得等の届出)

第6条 前に被保険者又は第3号被保険者でなかった者から第 1号被保険者となったこ

とに係る被保険者の資格の取得の届出(以下「資格取得届Jという。)又は種別変更

屈が提出されたときは、次の処理をする。

(1)資格取得届又は種別変更届に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日及び

住所を戸籍簿又は住民票(日本国籍を有しない者にあっては、外国人登録原票)

により確認し、種別変更年月日は国民年金被保険者t情報提供システムにより提供

される情報(以下「被保険者情報」という。)等により確認する。また、種別変

更届に基礎年金番号が記載されている場合は、種別変更届に添付された手帳等に

より確認する。

(2)被保険者の資格があると認めたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3 )被保険者の資格がないと認めたときは、次の処理をする。

ア 受付処理簿に却下通知年月日を記入する。

イ 被保険者の資格のない旨及びその理由を届出者に通知する。この場合におい

て、手帳等が提出されているときは、併せてこれを返付し、受付処理簿に返付

年月日を記入する。

(4 )第2号の処理をしたときは、当該資格取得届又は種別変更屈を年金事務所等に

送付する。

2 外国人から届書が提出されたときは、第 1項各号による取扱いのほか、次の処理を

する。
(1)被保険者の資格取得日は外国人登録原票の上陸許可日とする。

(2)資格取得届に外国人表示を記入し、年金事務所等へ送付する。

第7条 前に被保険者又は第3号被保険者であったことのある者から第 1号被保険者と

なったことに係る資格取得届又は種別変更届が提出されたときは、次の処理をする。

(1)前に被保険者であった者から提出された資格取得届又は種別変更届の記載内容

を前条第 1項第1号の規定の例により審査する。ただし、資格取得届又は種別変

更屈に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名(旧氏名が記載されているとき

は旧氏名)、性別、生年月日及び住所を資格取得届又は種別変更届に添付された



手帳又は被保険者情報により確認したときは、この限りでない。この場合におい

て、当該被保険者が被保険者の資格を喪失した後、又は第2号被保険者となった

ことにより被保険者の種別を変更した後に氏名又は住所を変更しているときは、

最後に変更した氏名又は住所を住民票と照合して行う。

(2)前に第3号被保険者であったことのある者から第1号被保険者となったことに

係る資格取得届又は種別変更届に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日及

び住所を戸籍簿又は住民票(日本国籍を有しない者にあっては、外国人登録原

票)により確認し、種別変更年月日については、当該被保険者の国民健康保険の

被保険者の資格取得年月日後でないことを住民票又は国民健康保険被保険者台帳

により確認する。また、種別変更届に基礎年金番号が記載されている場合は、種

別変更届に添付された手帳等により確認する。

(3 )被保険者の資格があると認めた場合は、次の処理をする。

ア 手帳が提出されていないときは、第5条第2項の規定の例により処理する。

イ 前条第 1項第2号の規定の伊jにより処理する。

(4)被保険者の資格がないと認めたときは、前条第 1項第3号の規定の例により処

理する。

( 5 )第3号の処理をしたときは、資格取得届又は種別変更届を年金事務所等に送付

する。

2 外国人から届書が提出されたときは、前条第2項((1)を除く。)の規定の例に

より処理する。
(任意加入被保険者の資格の取得の申出)‘

第8条任意加入被保険者の資格の取得の申出書(以下「資格取得申出書」という。)

が提出されたときは、当該被保険者に係る法第 92条の2に規定する口座振替納付(

以下「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出書又は口座振替納付によらない

正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出書(以下

「口座振替納付等申出書Jという。)が提出されているかどうかを確認する。なお、

口座振替納付等申出書が提出されていないときは、申出者にその提出を求め、受付簿

にその旨を記入する。

2 資格取得申出書は、第6条第 1項(第3号を除く。)及び第2項又は第7条第 1項

(第4号を除く。)及び第2項の規定の例により処理する。

3 口座振替納付等申出書は、第6条第1項(第3号を除く。)の規定の例により処理

する。

4 受付処理簿に受理の年月日を記入し、年金事務所等に送付する。

(資格喪失の届出)

第9条資格喪失届が提出されたときは、次の処理をする。

(1)資格喪失届の記載内容を次により審査する。

ア 資格喪失届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名、性別、生年月日友

び住所を被保険者情報により確認する。

イ アの規定の方法により確認できないときは、第6条第1項第1号の規定によ

り処理する。

(2)被保険者の資格を喪失したと認めたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入

する。

(3)被保険者の資格を喪失しないと認めたときは、次の処理をする。

ア 被保険者の資格喪失をしない旨及びその理由を被保険者に通知する。

イ 受付処理簿に却下通知年月日を記入する。



(4)第2号の処理をしたときは、当該資格喪失届を年金事務所等に送付する。

2 外国人から出国に伴う資格喪失届が提出されたときは、前項第 1号、第3号及び第

4号の取扱いのほか、資格喪失日は出国年月日の翌日(届出がない場合は、外国人登

録原票の閉鎖事由該当年月日)とする。

(死亡の届出等)

第 10条被保険者の死亡の届書(以下「被保険者死亡届Jという。)が提出されたと

きは、次の処理をする。

(1)第9条第1項第1号から第3号までの規定の例により処理する。この場合にお

いて、死亡の事実は戸籍簿又は住民票により確認する。

(2)規則第9条の規定に基づき、被保険者死亡届の送付に代えて報告書を送付する

ときは、国民年金被保険者死亡報告書(様式第1号。以下「死亡報告書」という。

)を作成する。

( 3 )被保険者死亡届又は死亡報告書を年金事務所等に送付する。

2 被保険者死亡届が提出されない場合においては、その被保険者の死亡の事実を戸籍

簿又は住民票により確認したときは、死亡報告書を作成し、これに死亡の事実を確認

した旨の市町村長の証明を行い、当該報告書を年金事務所等に送付する。

(任意脱退の承認申請)

第 11条被保険者の任意脱退の承認申請書(以下「任意脱退承認申請書」という。)

が提出されたときは、次の処理をする。

(1)当該被保険者に係る資格取得届又は種別変更届が提出されているかどうかを確

認する。なお、資格取得届又は種別変更届が提出されていないときは、申請者に

その提出を求め、受付処理簿にその旨を記入する。

(2)任意脱退承認申請書の記載事項を第9条第 1項第 1号の規定の例により確認す

る。

( 3 )任意脱退承認申請書の記載に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を

記入する。

(4)任意脱退承認申請書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から任意脱退承認の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿

に承認の旨を記入する。

3 年金事務所等から任意脱退承認申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、受

付処理簿に申請が却下の旨を記入する。

(資格喪失の申出)

第 12条 資格喪失申出書が提出されたときは、第9条第1項(同項第3号を除く。)

の規定の例により処理する。

(氏名変更の届出)

第 13条 被保険者から氏名変更届書(以下「被保険者氏名変更届j という o )が提出

されたときは、次の処理をする。

(1)被保険者氏名変更届の記載内容を第9条第1項第1号の規定の例により審査す

る。この場合において、変更後の氏名は、戸籍簿又は住民票により確認する。

(2)氏名の変更を確認したときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3)規則第9条の規定に基づき、被保険者氏名変更届の送付に代えて報告書を送付

するときは、国民年金被保険者氏名変更報告書(様式第2号。以下「被保険者氏

名変更報告書Jという。)を作成する。

(4 )被保険者氏名変更届又は被保険者氏名変更報告書を年金事務所等に送付する。

2 被保険者から氏名変更届を提出されない場合においては、その被保険者の氏名変更



の事実を住民票により確認したときは、被保険者氏名変更報告書を作成し、これに氏

名変更の事実を確認した旨の市町村長の証明を行い、当該報告書を年金事務所等へ送

付する。

(住所変更の届出等)

第 14条被保険者から住所変更の届書(以下「被保険者住所変更届」という。)が提

出されたときは、次の処理をする。

(1)被保険者住所変更届の記載内容を第9条第 1項第1号の規定の例により審査す

る。この場合において、変更後の住所は、住民票により確認する。

(2)住所の変更を確認したときは、次の処理をする。

ア 受付処理簿に受理の年月日を記入する。

イ 法第 12条第4項及び規則第9条の規定に基づき、被保険者住所変更届の送

付に代えて報告書を送付するときは、国民年金被保険者住所変更報告書(様式

第2号。以下「被保険者住所変更報告書」という。)を作成する。

(3 )被保険者住所変更届又は被保険者住所変更報告書を年金事務所等に送付する。

第 15条 旧住所地の市町村は、被保険者が他の市町村の区域内に住所を変更した事実

を住民票により確認したとき(当該被保険者について年金事務所等から住所を変更し

た旨の通知書の送付を受けたときを除く。)は、被保険者住所変更報告書を作成し、

当該報告書に「住民票により確認」と付記し、これを年金事務所等に送付する。

2 新住所地の市町村は、年金事務所等から国民年金被保険者転入事実調査票(以下「

転入事実調査票」という。)の送付を受けたときは、次の処理をする。

(1)転入の事実を住民票により確認する。

(2)前号の処理をしたとき又は新住所地からさらに他の市町村の区域内に住所を変

更している等の事実を確認したときは、転入事実調査票に所要の事項を記入した

上、これを年金事務所等に送付する。

3 転出届に基づき旧住所地の市町村の住民票は削除されたが新住所地へ転入届の提出

がなく、その住民票が消除された日から起算して 3か月を経過したとき及び住民調査

により住民票が消除されたときは、居所未登録者報告書(様式第3号)を年金事務所

等へ送付する。

4 年金事務所等から居所未登録者整理結果通知書が送付された被保険者につい て、住

民調査の実施により当該住所の確認がされたときは、その者の基礎年金番号、氏名及び

確認された住所を年金事務所等へ報告する。

(手帳の再交付の申請)

第 16条 手帳の再交付の申請書(以下「再交付申請書」という。)が提出されたとき

は、次の処理をする。

( 1 )再交付申請書の記載事項を第9条第 1項第 1号の規定の例により確認する。

(2)再交付申請書の記載に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入す

る。

(3)再交付申請書及びこれに添えて提出された手帳を年金事務所等に送付する。

(日本国内に住所を有しない被保険者の届出等)

第 17条 日本国内に住所を有しない任意加入被保険者から、本章に規定する届書等が

提出されたときは、本章に規定するほか次により処理する。

(1)届書等に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日、本籍地都道府県名は、戸

籍簿又は住民票に代えて、当該届書等に添付された旅券の写し、戸籍抄本等により

審査し、日本に住所を有しないことについては、国外転出(予定)の記載がある住

民票により審査する。



(2)資格取得申出書又は国外へ住所を移す旨の被保険者住所変更届が提出されたと

きは、当該被保険者の国民年金に関する事項の処理を行うため、日本国内に住所

を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもの(以下「協力者」という。)

の氏名、住所及び在外邦人との続柄の記載を確認、する。

( 3 )届書等の余白に「在外」と記入し、年金事務所等へ送付する。

(4)手帳の返付その他の被保険者に対する通信は協力者を経由して行う。

(届書等の送付又は報告)

第 18条本章に規定する届書等を年金事務所等に送付するときは、次の処理をする。

(1)届書等を件名ごとに区分する。

(2) 国民年金関係書類送付書(様式第4号)を作成する。

( 3 )受付処理簿に報告(送付)年月日を記入する。

(届書等の再提出)

第 19条年金事務所等に提出した届書等に著しい不備があったため返戻されたときは、

次の処理をする。

(1)受付処理簿に返戻年月日を記入する。

(2)返戻の理由が届書等の記載事項の補正を要するものと認めるものについては、

次の処理をする。

ア 指摘された事項が市町村において補正できるものにあっては、その補正をす

る。

イ 指摘された事項が市町村において補正できないものにあっては、受付処理簿

に返付年月日を記入し、届書等を提出者に返付し、その補正を求める。

ウ イの規定により返付した届書等が再提出されたときは、受付処理簿に再受付

年月日を記入する。

(3)返戻の理由が再審査を要するものと認めるものについては、次の処理をする。

ア指摘された事項の審査を行う。

イ 審査の結果、年金事務所等に再提出を要すると認めたときは、届書等の所要

事項を補正する。

ウ 審査の結果、年金事務所等に再提出を要しないと認めたときは、次の処理を

する。

(ア)受付処理簿に却下通知年月日を記入する。

(イ)当該届書等を受理しない旨及びその理由を、届書等の提出者に通知する。

2 不備事項を補正した届書等は、前条の規定の例により年金事務所等に再提出する。

第4章給付に関する事項

(請求書等の受理)

第 20条 受給権者から給付に関する誇求書、申出書、届書又は申請書(以下「請求書

等1という。)が提出されたときは、次により処理する。

(1)請求書等に受付印を押し、受付番号及び受付年月日を記入する。

(2 )受付処理簿に受付番号、請求書等の名称、氏名及び受付年月日を記入する。

(3 )請求書等に添えて手帳又は年金証書(以下「証書」としづ。)が提出されてい

るときは、受付処理簿にその旨を記入する。

(4)請求書等の記載及びその添付書類(主な書類については別表のとおり。)に不

備がないかどうかを確認する。

(5)請求書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著

しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該請求書等を提出

者に返付する。



a 

(6 )前号の規定により返付した請求書等が補正され再提出されたときは、受付処理

簿に再受付年月日を記入する。

2 前項の場合において、法及び法に基づく命令の規定により請求書等に添えて提出す

べきものとされている証書その他の書類が提出されないときは、その旨の理由書を提

出させる。

(裁定請求書)

第21条 受給権者から給付に関する裁定請求書(以下「裁定請求書」という。)が提

出されたときは、次の処理をする。

(1)裁定請求書に記載された基礎年金番号、氏名及び生年月日を、これに添えて提

出された手帳等又は被保険者情報により確認する。ただし、当該裁定請求書に添

えて提出された手帳等又は被保険者情報により確認できないときは、戸籍簿若し

くは住民票又は外国人登録原票により確認する。

(2 )保険料の納付状況を手帳又は被保険者'情報により確認する。

( 3 )裁定請求書の記載及び添付書類に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月

日を記入する。
(4 )裁定請求書に添えて手帳等が提出されたときは、これを請求者に返付し、受付

処理簿に返付年月日を記入する。

(5 )裁定請求書及び添付書類(前条第2項の理由書を含み、前号の規定により提出

者に返付した手帳等を除く。以下同じ。)を年金事務所等に送付する。

(6 )規則第 31条第2項第 12号ロの規定により、所得状況屈が提出されたとき

は、受給権者等の所得の状況について、その者の所得額、所得税額、市町村民税

額その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課

税台帳、国民健康保険税(料)賦課台帳等によりその事実を確認する。

(7)前号により、所得の事実を確認したときは、所得状況届の審査欄に所得を確認

した旨を記入する。

2 年金事務所等から国民年金裁定者一覧表(死亡一時金及び特)'IIJ-時金は除く。)が

送付されたときは、受付処理簿に裁定の旨を記入する。

3 年金事務所等から国民年金死亡一時金支給決定通知書の写し又は特別一時金支給決

定通知書の写しが送付されたときは、受付処理簿に裁定の旨を記入する。

4 年金事務所等から国民年金不支給決定通知書の写しが送付されたときは、受付処理

簿に不支給の旨を記入する。

(現況届)

第22条 国民年金受給権者現況届(老齢基礎年金を除く。以下「現況届」という。)

が提出されたときは、次の処理をする。

(1)現況届の記載及び添付書類に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を

記入する。

(2 )現況届及びこれに添えて提出された添付書類を年金事務所等に送付する。

2 規則第36条の 5及び第51条の5の規定により、所得状況届が提出されたときは

次の処理をする。

(1)受給権者等の所得の状況について、その者の所得額、所得税額、市町村民税額

その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課税

台帳、国民健康保険税(料)賦課台帳等によりその事実を確認する。

(2) (1) の処理によって所得の事実を確認したときは、所得状況届の審査欄に確

認した旨を記入する。

3 市町村は、所得状況届の代わりに所得状況届に記載された事項を記載した国民年金



障害基礎年金・遺族基礎年金所得状況連名簿をもって代えることができる。

(年金額改定請求書等)

第23条裁定請求書及び現況届以外の請求書等(老齢基礎年金を除く。)が提出され

たときは、第21条第1項第3号及び第4号、第2項並びに第4項の規定の例により

処理する。この場合において、規則第 64条第2項の規定に基づき、受給権者の氏名

変更又は住所変更の届書の送付に代えて報告書を送付するときは、次の報告書を作成

し、これを年金事務所等に送付する。

(1)受給権者の氏名変更については、国民年金受給権者氏名変更報告書(様式第2
号)

(2)受給権者の住所変更については、国民年金受給権者住所変更報告書(様式第2

号)

(請求書等の送付)

第24条 本章に規定する請求書等若しくは報告書を年金事務所等に送付するとき、又

は送付した請求書等若しくは報告書に著しい不備があるため、年金事務所等から返戻

されたときは、第18条又は第19条の規定の例により処理する。

第 5章保険料に関する事項

(申出書等の受理等)

第25条被保険者から保険料に関する申出書、届書又は申請書(以下「申出書等Jと

いう。)が提出されたとき又は年金事務所等から保険料に関する申請書が送付された

ときは、次により処理する。

(1)申出書等に受付印を押印し、受付番号及び受付年月日を記入する。

(2 )受付処理簿に受付番号、申、出書等の名称、氏名及び受付年月日を記入する。

(3) 申出書等に添えて手帳等が提出されているときは、受付処理簿にその旨を記入

する。

(4 )申出書等の記載及びその添付書類に不備がなし、かどうか確認する。

(5 )申出書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著

しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該申出書等を提出

者に返付する。

(6 )前号の規定により返付した申出書等が補正され再提出されたときは、受付処理

簿に再受付年月日を記入する。

2 年金事務所等から処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を

記入する。

(付加保険料納付の申出)

第26条付加納付申出書が提出されたときは、次の処理をする。

(1)付加納付申出書に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条

第1項第 1号の規定の例により確認する。

(2)前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3 )付加納付申出書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返

付年月日を記入する。

(4)付加納付申出書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から付加保険料納付該当又は申出却下の処理結果一覧表が送付された

ときは、受付処理簿に付加納付被保険者となる申出の年月日又は却下の旨を記入する。

(付加保険料納付の辞退申出)

第27条付加納付辞退申出書が提出されたときは、次の処理をする。

(1)付加納付辞退申出書に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第



9条第 1項第 1号の規定の例により確認する。

(2)前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

( 3 )付加納付辞退申出書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿

に返付年月日を記入する。

(4 )付加納付辞退申出書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から付加保険料納付辞退該当の処理結果一覧表が送付されたときは、

受付処理簿に付加納付被保険者辞退申出年月日を記入する。

(付加保険料滞納等に伴う付加納付被保険者非該当)

第 28条法第87条の 2第4項の規定に基づき、年金事務所等から付加保険料納付辞

退該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に付加納付被保険者辞退申

出年月日を記入する。

(付加保険料納付該当の届出)

第 29条 農業者年金の被保険者の資格の取得により付加納付被保険者となった旨の届

書(以下「付加納付該当届Jという。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1)付加納付該当届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条

第 1項第 1号の規定の例により確認する。

( 2 )前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3)付加納付該当届に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返

付年月日を記入する。

(4)付加納付該当届を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から付加保険料納付該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付

処理簿に農業者年金の被保険者の資格の取得により付加納付被保険者となった年月日

を記入するとともに、付加保険料納付該当の旨を記入する。

(付加保険料納付非該当の届出)

第 30条農業者年金の被保険者の資格の喪失により付加納付被保険者でなくなった旨

の届書(以下「付加納付非該当届Jという。)が提出されたときは、次の処理をす

る。

(1)付加納付非該当届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9

条第 1項第1号の規定の例により確認する。

(2)前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3 )付加納付非該当届に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に

返付年月日を記入する。

(4 )付加納付非該当届を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から付加保険料納付非該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受

付処理簿に農業者年金の被保険者の資格の喪失により付加納付被保険者でなくなった

年月日を記入するとともに、非該当の旨を記入する。

(なお従前の例によることとされた検認の事務)

第 31条削除

(中国残留邦人等の特例措置対象者該当の申出)

第 32条 中国残留邦人等の特例措置対象者該当申出書(以下「特例措置申出書」とい

う。)が提出されたときは、次の処理をする。

(1)特例措置申出書の記載及び添付書類に不備がないか確認する。

(2)前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。また、特例

措置申出書に老齢基礎年金等の受給権者であることにより、年金証書の基礎年金

番号及び年金コードが記載されている場合は、受付処理簿にその旨を記入する。



(3 )特例措置申出書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返

付年月日を記入する。

(4 )特例措置申出書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から特例措置対象者該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付

処理簿に保険料免除の申出年月日を記入する。

3 年金事務所等から特例措置対象者該当不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、

受付処理簿に不該当の旨を記入する。

(保険料の免除に関する届出)

第 33条保険料の免除理由該当の居書(以下「免除該当局」という。)が提出された

ときは、次の処理をする。

(1)免除該当届の記載内容は次により審査する。

ア 免除該当届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第9条第

1項第 1号の規定の例により確認する。

イ 免除該当届に記載された免除該当の理由及び該当年月を障害基礎年金裁定者

一覧表、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票等により確認する。

(2)前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3)免除該当屈に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年

月日を記入する。

(4)免除該当届を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から保険料免除理由該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付

処理簿に保険料免除年月日を記入するとともに該当の旨を記入する。

3 年金事務所等から保険料免除理由不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受

付処理簿に不該当の旨を記入する。

第 34条保険料の免除理由消滅の届書(以下「免除理由消滅届」という。)が提出さ

れたときは、前条第 1項の規定の例により処理をする。

2 年金事務所等から保険料免除理由消滅の処理結果一覧表が送付されたときは、受付

処理簿に保険料免除消滅年月日を記入するとともに消滅の旨を記入する。

3 年金事務所等から保険料免除理由消滅不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、

受付処理簿に不該当の旨を記入する。

(保険料免除及び若年者納付猶予の申請)

第 35条 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(以下「免除等申請書」という。)が

提出又は送付されたときは、次の処理をする。

(1)免除等申請書の記載内容を次により審査する。

ア 免除等申請書に記載された被保険者の基礎年金番号、氏名及び住所、被保険者

の属する世帯の世帯主の氏名並びに被保険者の配偶者の氏名を第9条第1項第1

号の規定の例により確認する。

イ 全額免除、一部免除 (4分の 3免除、半額免除若しくは4分の 1免除をいう。

以下同じ。)又は若年者納付猶予のいずれかの申請又は複数の申請を希望する旨

が記載されていることを確認する。

ウ 若年者納付猶予より一部免除を優先して希望する場合は、その旨が記載されて

いることを確認する。

エ 前年の所得が政令で定める額以下であることを理由に全額免除又は若年者納付

猶予を申請する者が翌年度以降も向ーの理由に基づく申請を希望する場合は、そ

の旨が記載されていることを確認する。

(2)前年の所得又は前々年の所得について、次のア及びイに掲げる申詩の区分に応



じ、当該ア及びイに定める者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住

民基本台帳、市町村民税課税台帳、源泉徴収票、確定申告書の写し等によりその事

実を確認する。

ア 全額又は一部免除の申請被保険者、被保険者の属する世帯の世帯主及び被保

険者の配偶者

イ 若年者納付猶予の申請被保険者及び被保険者の配偶者

( 3 )免除等申請書の添付書類を確認する。

免除等申請書の備考欄に規則第 77条の 6各号に掲げる事由に該当する旨が記

載されているときは、その事由を明らかにすることができる書類が添付されてい

ることを確認する。

(4)天災又は天災に準ずる事由による免除等の申請の場合は、当該事実及び当該事

由による財産の減少についての意見を記入して、市町村長の証明を行う。

(5 )前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(6 )免除等申請書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付

年月日を記入する。

( 7)免除等申請書を年金事務所等に送付する。

2 免除等申請書に法第89条各号のいずれにも該当しなくなった旨記載されていると

きは、前項により処理するほか、第34条第 1項の規定により処理する。

3 年金事務所等から免除等申請承認の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理

簿に免除等の始期を記入するとともに全額免除、一部免除又は納付猶予の別を記入す

る。
4 年金事務所等から免除等申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理

簿に却下の旨を記入する。

第35条の 2 規則第 77条第3項又は第 77条の 5第3項の規定により申請書の提出

を要しないとされた者の所得状況などの現況を確認するための継続審査用国民年金保

険料免除・納付猶予審査処理票(以下「継続免除等審査処理票Jという。)が年金事

務所等より送付されたときは、次の処理をする。

(1)継続免除等審査処理票に記載された被保険者の基礎年金番号、氏名及び住所、

被保険者の属する世帯の世帯主の氏名並びに被保険者の配偶者の氏名を第9条第1

項第1号の規定の例により確認する。

(2 )前年の所得について、次のア及びイに掲げる申請の区分に応じ、当該ア及びイ

に定める者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住民基本台帳、市町

村民税課税台帳、源泉徴収票、確定申告書の写し等によりその事実を確認する。

ア 全額の申請被保険者、被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者

イ 若年者納付猶予の申請被保険者及び被保険者の配偶者

(3 )継続免除等審査処理票を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から免除等申請承認及び免除等申請却下の処理結果一覧表が送付され

たときは、当該一覧表に受付年月日を記載し、その日から 3年間保存する。

(保険料学生納付特例の申請)

第36条保険料学生納付特例申請書(以下「納付特例申請書」という。)が提出又は

送付されたときは、次の処理をする。

(1)納付特例申請書の記載内容を次により審査する。

ア 納付特例申請書に記載された基礎年金番号、生年月日、被保険者の氏名及び

住所を第9条第1項第1号の規定の例により確認する。

イ 納付特例申請書に記載された保険料の納付特例を申請する理由及び大学等に



ついて、在学証明書等により確認する。ただし、規則第 77条の4第3項又は

第4項の規定により、申請書に書類の添付を要しないとされた場合にあっては、

この限りでない。

ウ 納付特例申請書に前年の所得があると記載されているときは、被保険者の所

得額、所得税額、市町村氏税額、その他の事項を住民基本台帳、市町村民税課

税台帳若しくは源泉徴収票又は確定申告書の写し等によりその事実を確認す

る。

エ 納付特例申請書の備考欄に失業又は失業に準ずる事由が記載されているとき

は、その事実を明らかにすることができる書類が添付されていることを確認す

る。

(2 )納付特例申請書の所定欄に確認の結果又は当該申請(天災又は天災に準ずる事

由による申請に限る。)についての意見を記入し、市町村長の証明を行う。

(3 )前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(4)納付特例申請書に添えで提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返

付年月日を記入する。

(5 )納付特例申請書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から保険料納付特例申請承認の処理結果一覧表が送付されたときは、

第 35条第3項の規定の例により処理する。

3 年金事務所等から保険料納付特例申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、

第 35条第4項の規定の例により処理する。

(保険料免除及び若年者納付猶予の取消申請)

第 37条 国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書(以下「取消申請書」という。)

が提出されたときは、次の処理をする。

(1)取消申請書に記載された基礎年金番号、生年月日、被保険者の氏名及び住所を

第 9条第 1項第 1号の規定の例により確認する。

(2)前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

(3 )取消申請書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年

月日を記入する。

(4)取消申請書を年金事務所等に送付する。

2 年金事務所等から免除等取消承認、の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理

簿に取消年月日を記入するとともに取消の旨を記入する。

(納付特例不該当の届出)

第 38条保険料学生納付特例不該当届(以下「納付特例不該当届Jという。)が提出

されたときは、前条第1項の規定の例により処理する。

2 年金事務所等から納付特例不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理

簿に不該当年月日を記入するとともに不該当の旨を記入する。

(届書等の送付又は再提出)

第 39条 本章に規定する届書等を年金事務所等に送付するとき、又は送付した届書等

に著しい不備があるため年金事務所等から返戻されたときは、第 18条又は第 19条

の規定の例により処理する。



別表

主な届書 添付書類の主なもの

-国民年金老齢給付裁定請求書 |・生年月日についての市町村長の証明書
又は戸籍抄本

-障害基礎年金裁定請求書

-遺族基礎年金裁定請求書

-生年月日についての市町村長の証明書
又は戸籍抄本

・障害の状態に関する医師又は歯科医師
の診断書

・病歴・就労状況申立書
・障害基礎年金の子の加算請求に係る確
認書(配偶者が児童扶養手当を受けて
いる場合のみ)

-死亡診断書、死体検案書のいずれか又
はそれに相当する書類

・生年月日についての市町村長の証明書
又は戸籍抄本

・請求者、加算額対象者がいるときは、
死亡者との身分関係を明らかにするこ
とができる書類

・請求者、加算額対象者が死亡者によっ
て生計を維持されていたことを証明す
る書類

-国民年金受給者氏名変更届 |・氏名変更に関する証明書又は戸籍抄本
(障害韮礎年金、遺族基礎年金
、寡婦年金に限る)

備 考

. 1 8歳未満の子又は 20歳未満で施行令別表 1級又は 2級の障害の
状態にある子があるときは、次に掲げる書類が添付されていること
ア その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる書

類
イ その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかに
することができる書類

ウ 20歳未満で 1級又は2級の障害の状態にある子があるときは
その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を
含む)、その他必要と認められるもの

• 2 0歳前障害基礎年金を請求する者は、障害基礎年金所得状況届等
が添付されていること

・阻偶者が受給する児童扶養手当から障害年金の子の加算へ受給変更
する場合は、児童扶養手当証書等の提示を求める。

• 1級又は2級の障害の状態にある子があるときは、医師又は歯科医
師の診断書が添付されていること

・その子が次に掲げる傷病の場合は レントゲンフィルムの添付が必

要
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を
含む)、その他必要と認められるもの



-国民年金受給権者死亡届
(障害基礎年金、遺族基礎年金
、寡婦年金に限る)

-国民年金未支給年金給付請求
書
(障害基礎年金、遺族基礎年金
、寡婦年金に限る)

-国民年金受給選択申出書

-障害給付加算額・加給年金額
加算開始時曲該当届

-受給権者の死亡の事実を明らかにする
ことができる書類

・死亡者と請求者との身分を明らかにす
ることができる書類及び生計を同じく
していたことを明らかにすることがで
きる書類

-受給権者の死亡の事実を明らかにする
ことができる書類

・死亡者と請求者との身分を明らかにす
ることができる書類及び生計を同じく
していたことを明らかにすることがで
きる書類

・受給権者の生存についての市町村長の
証明書又は戸籍抄本

-その他裁定請求に添付が必要な書類

-子の生年月 H及びその子と受給権者の
身分関係を明らかにすることができる
書類

・子が受給権者によって生計を維持して
いることを明らかにすることができる
書類

・子の加算請求にかかる確認書(配偶者
が児童扶養手当を受けている場合のみ

-年金の払渡しを受ける機関に金融機関を希望している丘きは、預金
通帳の記号番号についての当該払渡し金融機関の証明書

-加算額の対象者がいるときは、受給権者との身分関係を明らかにで
きる市町村の証明書又は戸籍抄本が添付されていること

• 1級又は 2級の障害の状態にある子があるときは、医師又は歯科医
師の診断書が添付されていること次に掲げる傷病の場合はレントゲ
ンフィルムの添付が必要

呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を
含む)、その他必要と認められるもの

・配偶者が年金を受けようとしているときは、そのことを確認するこ
とができる書類が添付されていること

・受けようとする年金が、国民年金の老齢福祉年金であるときは、所
得状況届の添付が必要

-その他裁定請求に添付が必要な書類

・子が 20歳未満で 1級又は 2級の障害の状態にあるときは、その障
害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を
含む)、その他必要と認められるもの

・配偶者が受給する児童扶養手当から障害年金の子の加算へ受給変更
する場合は、児童扶養手当証書等の提示を求める。

・障害基礎年金受給権者胎児出卜出生した子の生年月日とその子と受給|・出生した子が障害の状態にあるときは、医師の診断書が必要
生届 | 権者との身分関係を明らかにすること

ができる市町村長の証明書又は戸籍抄



-障害基礎年金受給権者支給停
止事由消滅届

本

・受給権者の生存に関する市町村長の証
明書又は戸籍抄本

・障害の状態に関する医師又は歯科医師
の診断書

・支給停止の事由が消滅したことを明ら
かにすることができる書類

-加算額の対象者と受給権者の身分関係を明らかにすることができる
市町村長の証明書又は戸籍抄本が必要

-加算額対象者のうち、 1級又は 2級に該当する障害の状態にある子
があるときは、医師又は歯科医師の診断書が必要

・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を
含む)、その他必要と認められるもの

'20歳前障害基礎年金を請求する者のときは、障害基礎年金所得状
況届等が添付されていること。

・障害基礎年金加算額対象者の卜加算額対象者のうち、 l級又は 2級に|・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。
障害該当局 | 該当する障害の状態にある子があると| 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を

-障害基礎年金額改定請求書

-加給額・加給年金額対象者不
該当届

-遺族基礎年金受給権者支給停
止事由消滅届

-遺族基礎年金額改定請求書

きは、医師又は歯科医師の診断書 | 含む)、その他必要と認められるもの

-障害の状態に関する医師又は歯科医師|・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。
の診断書 | 呼吸器系給核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を

-受給権者の生存に関する市町村長の証
明書又は戸籍抄本

-支給停止の事由が消滅したことを明ら
かにすることができる書類

含む)、その他必要と認められるもの
-加算額対象者と受給権者の身分関係を明らかにできる市町村の証明
書又は戸籍抄本が添付されていること。

-加算額対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していること
を明らかにすることができる書類

・障害年金の子の加算から配偶者に支給される児童扶養手当へ受給変
更する場合は、児童扶養手当額調書等の提示を求める。

・加算額対象者と受給権者の身分関係を明らかにすることができる市
町村長の証明書又は戸籍抄本が添付されていること。

・加算額対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していること
を明らかにすることができる書類が添付されていること。

・加算額対象者のうち、 1級又は 2級に該当する障害の状態にある子
があるときは、医師又は歯科医師の診断書が必要。

・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を
含む)、その他必要と認められるもの

-旧法の母子福祉年金から裁定替された遺族基礎年金のときは、所得
状況届等を添付されていること

-出生した子の生年月日及び出生した子卜出生した子が障害の 1級又は 2級に該当する障害の状態にあるとき



-遺族基礎年金受給権者の所在
不明による支給停止・支給停
止解除申請書

-遺族基礎年金受給権者の障害
該当届

と死亡した被保険者との身分関係を明| は、医師又は歯科医師の診断書が必要
らかにできる市町村長の証明又は戸籍
抄本

-支給停止の場合、所在不明者の所在が
1年以上明らかでないことを証する書
類

-支給停止解除の場合、受給権者の生存
lこ関する市町村長の証明書又は戸籍抄
本

・受給権者が被保険者又は被保険者であ
った者の妻であるときは、所在不明と
されている問、引き続き被保険者又は
被保険者であった子と生計を同じくし
ていることを明らかにすることができ
る書類

・旧母子福祉年金又は準母子福祉年金か
ら裁定替えされた遺族基礎年金のとき
は、遺族基礎年金所得状況届

. 1 8歳到達年度までの末日までの間に
ある子・孫又は加算額対象者のうち旧
国民年金法及び旧厚生年金保険法の障
害等級の 1級又は 2級に該当する障害
の状態にあるときは、医師又は歯科医
師の診断書が必要。

-次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を
含む)、その他必要と認められるもの



様式第 1号

国民年金被保険者死亡報告書

(市町村名 ) 

基礎年金番号 性531] 生年月日 氏 名 死亡年月日 備 考

、

(日本工業規格A列 4番)



様式第2号

被保険者氏名
国民年金 . 変更報告書

受給権者.住所
(市町村名

(フリガナ) (フリガナ)
基礎年金番号 性別 生年月日 変更前の住所 変更後の住所 変更年月日

変更前の氏名 変更後の氏名

氏名 . . 
住所 . . 

氏名 . . 

住所 . . 

氏名 . . 
住所 . . 
氏名 . . 
住所 . . 

氏名 . .' 

住所 . . 

(日本工業規格A列4番)



様式第3号

居所未登録者報告書

(市町村名

住民票消除
基礎年金番号 氏 名 住民票消除理由 備 考

年月日

. 



様式第4号

主査垂呈

平成 年 月 ー 日

日本年金機構殿

市町村長

国民年金関係書類送付書

次の書類について、所定の手続きを終了しましたので送付します。

(新規分)

l件 名|件数 |枚 数| 倫

(再提出分)

件 名 件 数 枚 数 備

、

考

(注) 国民年金手帳を送付する場合は、備考欄にその旨及び国民年金手帳の冊数を

記入すること。

(日本工業規格A列4番)
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